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理事長

中村安秀

　2019年1月に、パプアニューギニア独立国の
エンガ州という山岳地帯を訪問しました。NPO
法人HANDSが実施するJICA草の根技術協力プロ
ジェクト「山岳地域の女性が元気に暮らせる村づ
くりプロジェクト」の短期専門家としての仕事で
した。
　道路は舗装されておらず、高低差の激しいつづ
ら折りの山道が続くなか、多くの地区で100人以
上の村人が私たちのチームを待ってくれていま
した。集会場所まで、遠い人だと３時間の山道を
歩いてきたとのことでした。「日本の人びとがわ
ざわざ辺鄙な村まで来てくれたこと」に対して感
謝の言葉をいただきました。自分たちの手で健康
を守りたいというコミュニティの熱意に圧倒さ
れ、プライマリヘルスケアの原点に触れる思いが
しました。
　そのパプアニューギニアの山岳地帯の病院の
小児科病棟。肺炎や栄養失調の子どもに交じって、
神経芽細胞種という小児がんの子どもが入院し
ていました。また、ポリオが発生したとのことで、
病院の外来ではポリオ経口ワクチンの集団一斉
投与が行われていました。プライマリヘルスケア
と同時に、感染症や小児がん対策にも大きなニー
ズがありました。「だれひとり取り残さない」と
いう持続可能な開発目標（SDGs）の理念を抱いて、
困難な課題に果敢に挑戦している保健医療者の
姿が、まぶしかったです。
　最近、とてもうれしいニュースがありました。

ごあいさつ

2019年2月に、公益社団法人日本医師会様を正会
員(法人)としてお迎えすることができました。早
速、2019年6月には、G20大阪の前に、世界医師
会と日本医師会が主催しWHOが協力して、「H20：
Health Professional Meeting 2019」が東京で開
催されます。横倉義武会長のご理解に感謝するとと
もに、今後はいろんな場面で協働させていただくこ
とを楽しみにしています。
　最後になりましたが、新装なった『目で見る
WHO』（2019年春号）をお届けできることを、大
変に喜んでおります。2018年6月に日本WHO協会
の理事長を拝命して以来、WHOの活動をこれまで
以上に「目で見る」形で皆様方にお伝えしたいとい
う気持ちで取り組んでまいりました。
　デザインと編集スタイルについては、根本睦子
さんと森井真理子さんにご指導をいただきました。
安田直史理事が編集長としてリーダーシップを発
揮し、若い方々が中心となって編集委員会に参画し、
大阪商工会議所内にある日本WHO協会の部屋で夜
遅くまで議論しながら、作っていただきました。み
んなの思いがこもった『目で見るWHO』になりま
した。トライ・アンド・エラー。これからも、失敗
を恐れずに試行錯誤しつつ、魅力ある機関誌にして
いきたいと考えています。
　会員の皆さまからの忌憚のないご意見、あるいは
励ましの声などをどしどしお寄せいただけるとあ
りがたいです。何とぞよろしくお願いします。

2019年4月

パプアニューギニアのエンガ州病院にて。左は小児科医のパナウウェさん

WHO Association of Japan2019.Spring 1



減少することで人口爆発が起きることを
危惧する意見もありました。そのために、
子ども数を制限する政府もあり、経済政
策として家族計画による人口抑制を行う
国もありました。
　しかし、母子保健という発想で、一連
の流れの中で母と子どもの健康を増進す
る施策が積極的に世界各地で行われまし
た。その一例が、私が1980年代のイ
ンドネシアの農村でみたポシアンドゥ

（乳幼児健診）でした（写真１、写真２）。
国の保健政策とは無縁の場所で、当時は
電気も水道もなかった村で、コミュニテ
ィの人びとは楽しく明るい健診を毎月実
施していました。２人の子どもを産んで、
もう子どもはいらないという母親には、
ヘルス・ボランティアがピルを配布して
いました。まさに、母子保健と家族計画
が一体となった健診でした。

乳幼児死亡の削減が
大きなテーマ

ミレニアム開発目標 (2000年～)年

　2000年9月に採択されたミレニアム
宣言では、平和と安全、開発と貧困、環
境、人権とグッド・ガバナンスなどが国
連の課題として掲げられました。そして、
1990年代に多くの国際会議やサミット

巻頭特集　小児死亡

巻頭特集　小児死亡
甲南女子大学教授・大阪大学名誉教授

中村　安秀
東京大学医学部卒業。小児科医。インドネシアで国際保
健協力の現場を経験し、大阪大学人間科学研究科などを
経て現職。2018年より日本WHO協会理事長。

「母子保健と家族計画」に
力を入れていました

プライマリヘルスケア

　　1978年9月にWHO（世界保健機
関）とユニセフの共催でアルマアタ（旧
ソビエト連邦。現在はカザフスタン共和
国）で「プライマリヘルスケアに関する
国際会議」が開催されました。143か
国の政府代表と67の国際機関などが参
加し採択されたアルマアタ宣言において、

「すべての人々に健康を（Health for 
All）！」というスローガンを達成する
ための戦略として提唱されたのが、プラ
イマリヘルスケア（PHC：Primary 
Health Care）でした。
　PHCの理念は、公平なアクセス、住
民参加、地域の自立と自決、保健医療コ
スト、社会的受容性、科学的有効性、適
正技術、多分野の協働といったキーワー
ドで語られています。しかし、PHCは
あくまでも抽象的な理念なので、その実
践面においては、当然のことながら、国

により、地域により、大きな違いがみら
れます。
　PHCの実際活動を展開するための具
体的な目標として、アルマアタ宣言にお
いて８項目が列挙されました（表１）。
健康教育を優先順位の最初に掲げたこと、
狭義の保健医療では通常は扱わない水供
給や栄養改善を包含していること、基本
医薬品という新しい概念を導入したこと
など、随所に斬新な発想が盛り込まれて
いました。母子保健については、当時は、
母と子どもの健康を守る母子保健

（Maternal and Child Health: MCH）と
避妊へのアクセスを保障する家族計画が
一体化されていました。子どもの死亡が

写真1 写真2
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で提唱された開発目標を統合し、一つの
共通の枠組みとしてまとめたものがミレ
ニ ア ム 開 発 目 標（Millennium 
Development Goals：MDGs）」でした（表
２）。MDGs は８つの目標を掲げ、その
うちMDGs４、５、６の３つの目標が
保健医療と直結していました。21世紀
の初頭では、人類が生き延びることが大
きな課題であったことがよくわかります。
母子保健については、「2015年までに
５歳未満児の死亡率を3分の2減少さ
せる」と「2015年までに妊産婦の死亡
率を4分の3減少させる」という、２
つの具体的な目標値と期限が設定されま
した。2010年以降は、アフリカ諸国で
はカウントダウンと称して、政府を挙げ
てMDGs目標達成に邁進していました。
実は、MDGsの期間に、世界全体の健
康状況は大幅に改善しました。乳幼児死

乳幼児死亡率 の世界ランキングを作るときは、この５
歳未満児死亡率を使うことが多いようで
す。日本政府では５歳未満児死亡率を公
表していません。ただ、「乳児死亡数＋
１－４歳死亡数」を計算すれば、算出す
ることができます。
新 生 児 死 亡 率（Neonatal Mortality 
Rate: NMR）は、新生児死亡が注目を浴
びるにつれ、重要な指標となってきまし
た。新生児死亡率＝1,000×（１年間の
生後28日未満の死亡数）/（１年間の出
生数）。１か月ではなく、生後27日まで
の死亡数をもとに算出することになって
います。
なお、日本では、妊娠満22週以降の死
産＋早期新生児死亡（生後１週未満の死
亡）と合算した周産期死亡率（Perinatal 
Mortality Rate: PMR）もよく使われます。
国際保健の現場では、死産に関する正確
なデータを取ることがむつかしく、あま
り実用的ではありません。
正確になデータが欲しいとき

低中所得国では、子どもの正確な生年
月日も知らない家族も少なくありません。
また、出生や死亡を漏れなく登録するシ
ステムが整備されていません。したがっ
て、多くの国では、出生、死亡、転出・
転入などの人口動態に関するデータの信

乳幼児死亡率は、国や地域の人びとの健
康状態を表す指標として使われています。
出生数と死亡数という比較的簡単に入手
できるデータから計算できるので、国内
での格差や国ごとの比較をするにも便利
です。乳幼児死亡率には、いくつもの種
類があります。日本の厚生労働省が作成
するものと、WHOやユニセフなどの国
際機関で使うデータが異なる場合もあり
ます。
代表的な小児死亡の指標

　代表的な指標は、乳児死亡率（Infant 
Mortality Rate: IMR）です。乳児死亡率
＝1,000×（１年間の生後１歳未満の死
亡数）/（１年間の出生数）。これは、日
本も海外も同じ算出の方法です。
国際機関でよく使う指標に、５歳未満児
死亡率（Under-five Mortality Rate）が
あります。５歳未満児死亡率＝1,000×

（１年間の生後５歳未満の死亡数）/（１
年間の出生数）。とくに、低中所得国では、
下痢症や肺炎などで１歳から４歳までに
亡くなる子どもも多いので、乳児死亡率
よりも５歳未満児死亡率のほうがよく使
われています。ユニセフが子どもの死亡

頼度は決して高くありません。その一方
で、10年ごとなどに国をあげて実施され
る人口センサス（日本の国勢調査に相当
する）は比較的信頼度が高いことが多い
ようです。
学術的により正確な死亡率が欲しいと
きには、1984年以来、国際機関など
と連携して米国国際開発庁（USAID）
が90か国以上で実施してきたDHS

（Demographic Health Survey）による
人口疫学的調査結果がよく参照されます。
また、ユニセフが「世界子供白書」で毎
年発表する統計データは、各国の比較を
する際などに最もよく使われています。
日本では、全国の乳児死亡率や新生児死
亡率のデータが1999年（明治32年）か
ら入手できます。第二次世界大戦の敗戦
前後の数年を除いて、100年以上のデー
タがそろっています。アジアでは、ほと
んど例を見ないことです。日本がまだ「途
上国ニッポン」だったときに、欧米に追
いつくためにはまず正確な統計データを
集積しようと艱難辛苦を乗り越えた先人
たちの努力に感謝の思いがします。いま
こそ、正確な統計の大切さを再認識する
とともに、貴重な日本の小児保健医療の
統計をグローバルヘルスの世界でより積
極的に活用したいものです。

亡数は大幅に減少し、世界全体の予防接
種率は約80％に上昇しました。抗レト
ロウィルス薬による治療を受けられるエ
イズ患者も増加し、マラリア対策の殺虫
剤浸漬蚊帳の配布数も増加しました。
MDGsは、わずか15年間で世界規模で

の大きな成果をおさめることができまし
た。
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SDGsの時代では
新生児死亡に注目

持続可能な開発目標 (2015年～)

　2015年9月の第70回国連総会にお
いて、「我々の世界を変革する：持続可
能な開発のための2030 アジェンダ」
が採択され、「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals: 
SDGs）」が提唱されました。そのなかで、

「だれひとり取り残さない（no one will 
be left behind）」という理念が謳われま
した。
SDGsでは、健康と福祉の増進のために

「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）と質の高い保健医療へのアクセ
ス」の達成が強調されています。UHC
は健康保険制度だけを意味しているので
はありません。現在では、低中所得国と
先進国との間で疾病構造の差異は少なく
なっています。アジア諸国においては、
死亡原因の上位を心疾患、脳卒中、慢性
肺疾患が占め、高血圧、糖尿病、うつ病、
肥満などの慢性疾患に罹患する人口が増

大しています。もちろん、農村部や貧困
層では、下痢症や肺炎などの感染症によ
る死亡はまだまだ多く、栄養失調で命を
落とす子どもも少なくありません。
　そのなかで、妊産婦死亡率、新生児死
亡率、５歳未満児死亡率を削減すること
は、依然として世界共通の大切な目標に
なっています（表３）。MDGsとは異なり、
SDGsでは世界共通の数値目標を設定し
たのが大きな違いです。文化や経済背景
が異なる国々に、ひとつの数値を押しつ
けていいのだろうかという異論があるの
も確かです。

アジアでもアフリカでも
小児死亡は減った

世界の乳幼児死亡率

　1990年には、アフリカでは５歳未満
児死亡率（出生1000対）が200以上
の国が10か国以上もありました（図１）。
生まれた子どものうち５人にひとりが５
歳までに亡くなるという厳しい現実です。
５歳未満児死亡率が100以上の国は、

ほとんどのサブサハラアフリカ（サハラ
以南のアフリカ）、インド、パキスタン
などの南アジア、ミャンマー。ラオス、
カンボジアなどの東南アジアなどに広が
っていました。
　ところが、2015年には、５歳未満児
死亡率が200以上の国はありません（図
２）。100以上の国も、サブサハラアフ
リカの数か国だけとなり、アジアの国々
は５歳未満児死亡率を減少させることに
成功しました。
　WHOは６つの地域事務局にわかれて
います。1990年と2017年の５歳未満
児死亡率の変化を地域事務局ごとにみて
みました（図３）。1990年には177だ
ったアフリカ地域事務局（AFRO）は
2017年には73.7 と約 58％も減少し
ました。南東アジア（SEARO）は118
から35に、東地中海（EMRO）は102
から50と大きく減少しました。アメリ
カ（AMRO）やヨ－ロッパ（EURO）も
減少しましたが、最も減少率が大きかっ
たのは、日本も属している西太平洋

（WPRO）でした。52から13と約76
％の減少でした。
　このように、多少地域による差はあり
ますが、世界全体としてかつてないくら
いに大きく小児死亡が減少したのが21
世紀初めの大きな成果でした。

主な死因は周産期の
トラブルと感染症

乳幼児死亡の原因

　小児死亡数が減少するに伴い、新生児
死亡が大きな比重を占めるようになりま
した。2017年の５歳未満児の死亡数は
世界全体で約541万人、そのうち生後
28 日未満の新生児死亡は 253 万人

（46.8％）でした。５歳未満の小児死亡
の半数近くが生後27日までに生じてい

巻頭特集　小児死亡
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るのですから、新生児ケアの重要性は近
年非常に高くなっています。
　死因を見てみると、早産や胎児発育不
全などの未熟性（Prematurity）が16.2
％、新生児仮死や出産時外傷などが
11.3％、敗血症などの周産期の感染症
が9.3％です。新生児期をすぎると、肺
炎などの急性呼吸器疾患が12.1％、下
痢症が7.8％、マラリアが4.9％と感染
症が大きな脅威になっています（図４）。
これ以外にも、髄膜炎、麻疹（はしか）、
HIV/エイズで死亡する小児は少なくあ
りません。外傷のなかには、交通事故や
溺水など子どもの事故で命を落とすこと
もあります。

高度経済成長前に
新生児死亡が減少した日本

日本の新生児死亡率

　第二次世界大戦後の日本では、乳児死
亡率（IMR）は、1947年の 76.7 から
着実に減少し、1960年には30.7に減
少し、1960年代にアメリカ合衆国とイ
ギリス連邦を下回りました。いまも、
2017年には1.9と非常に低い値で、世
界最高の水準を保っています。
　新生児死亡率（NMR）についても、
乳児死亡率と同様に着実に減少の一途を
たどってきました。1947年に31.4だ
ったNMRは、1957年には21.6 に減
少し、1967年には9.9となりました。
持続可能な開発目標（SDGs）のターゲ
ットである新生児死亡率（NMR）12を
下回ることができたのです。そのとき、
日本の新生児医療の現場には、人工呼吸
器はなく、新生児呼吸窮迫症候群の治療
薬である肺サーファクタントも開発され
ていませんでした。医療現場では医師と
看護師が酸素吸入などや点滴などの限ら
れた医療ケアを行い、保温、水分補給、

しかし、グローバルな情報が席巻する時
代だからこそ、日本の先人たちが予算も
なく、人材も乏しいなかで、自分たちの
創意工夫で子どもたちの健康を改善して
きた経緯をきちんと検証する必要がある
ことを痛感します。そして、成功した部
分も失敗した事例も含めてその結果を、
世界各地で同じような厳しい環境で奮闘
している保健医療関係者にエビデンスと
して伝えていく必要があると思います。

出典：
WHO. Fact sheet, Media Centre. Reviewed January 2018
Tuberculosis
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/
index.html

栄養、清潔保持などを心がけていました。
1948年に母子手帳が配布され、1961
年には国民皆保険が開始され、医療をめ
ぐる環境は整備されつつありました。し
かし、NMRが SDGs目標以下に減少し
たとき、日本の医療現場には高度医療機
器はほとんどありませんでした。

SDGs達成をめざして日本の
経験を活かすための検証を

未来へ

　いま、多くの低中所得国に行くと、
SDGs目標を達成するためには、高度医
療機器が必要である、新生児集中治療室

（NICU）が必須である、といった医療施
設や機器を切望する発言を耳にすること
が少なくありません。世界のどこにいて
もインターネットで最新の医学論文を見
ることができ、新開発された医療機器や
医薬品の情報が流れてきます。巨大化し
た製薬メーカーの広報戦略はあまりに魅
力的で、即効性のある新薬で子どもの命
を救いたいという保健医療者の気持ちは
非常によくわかります。
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ワン・ワールド・フェステ
ィバルの概要
2019年2月2日（土）、3日（日）、大
阪市カンテレ扇町スクエア、北区民セン
ター、扇町公園にて、第26回ワン・ワ
ールド・フェスティバルが開催されまし
た。当協会は、ステージイベントおよび
ブース出展においてワン・ワールド・フ
ェスティバルに参加しました。筆者は2
日間、当協会サポーターとして、ステー
ジイベントおよびブース出展にかかわっ
たので、今回の活動の概要および成果を
報告します。
ワン・ワールド・フェスティバルは
1993年以降毎年開催されている、西日
本最大の国際協力・交流のお祭りです。
市民に広く国際協力の大切さを認識して
もらい、活動に参加する機会を提供しよ
うと、関西を中心に国際協力・交流に関
わるNPO/NGO、政府機関、国際機関、

教育機関、自治体、企業などが協力し、
開催されています。今年のテーマは「共
に生きる世界をつくるために、一人ひと
りができること」と題し、多くの協賛、
後援のもとに実施されました。来場者数
は2日間延べ2万5千名にのぼりまし
た（ワン・ワールド・フェスティバル
HPより抜粋）。
カンテレ扇町スクエア1Fステージおよ
び北区民センターでは、様々な国際協力
にかかわる団体による計36のステージ
イベントが実施されました。ステージイ
ベントでは、お笑い芸人が草の根・人間
の安全保障無償資金協力について説明し、
ステージ周辺は大勢の来場者で賑わって
いました。青年海外協力隊大阪OBOG
会による経験者のトークイベントでは、
モザンビーク・モンゴル・インドネシア
に派遣された青年海外協力隊経験者が民
族衣装を着て登壇し、主に青年海外協力
隊派遣希望者を対象に、現地で行った活
動や、帰国後日本で行っている社会還元
といった、生の声を伝えました。医療・
看護に関するトークセッションは、留学

生からの生の声を通して、在日外国人が
安心して医療機関を受診するために必要
なことを考える機会となりました。この
ような様々なイベントを通して国際協力
に関する情報を得ることができました。
また、インドネシアの伝統楽器であるガ
ムランやシンガーソングライターのライ
ブ、南国タヒチのタヒチアンダンスや沖
縄のエイサーといった華やかなステージ
も多く、普段国際協力に馴染みのない来
場者であっても楽しみ、興味を持ちやす
い内容が盛りだくさんでした。
北区民センターでは、約90の西日本お
よび世界で活躍する団体が出展していま
した。多くの団体がパネルやポスターを
使用し、団体の概要や活動する地域につ
いて説明されていました。参加団体は
JICA（国際協力機構）や特定非営利活
動法人、一般社団法人、市民団体等多岐
に渡っていました。活動する地域のコー
ヒー等の特産品や、活動対象の女性団体
等が手作りした編み物や織物を販売する
団体もあり、大変華やかでした。写真展
では、様々な国で活動する団体や個人が
撮影した写真が展示されており、いきい
きとした世界各国の人々の笑顔に元気を
もらいました。巨大なキャンバスに平和
の絵を描くワークショップも行われてお
り、150名もの子供たちが平和の絵を
描きました。世界各国の民族衣装の着付
け体験も実施されており、ボリビアや韓
国等様々な国の衣装を纏い、会場を見学
する来場者もいました。
扇町公園では、みんなのキッチンと題し、
19団体がインドやモンゴル、スリランカ、
エジプト、メキシコ、ハイチ等様々な地

セミナー・イベント報告1

ワン・ワールド・フェスティバル
甲南女子大学大学院看護学研究科
博士前期課程

柳澤沙也子
看護師として病院等で勤務した後､ 2015~2017年JICA青年海外
協力隊としてｲﾝドﾈｼｱ共和国派遣｡ 2018年より現所属｡ NPO法
人Rehab-Care for ASIAｲﾝドﾈｼｱ事業ﾘｰダｰ｡

ワン・ワールド・フェスティバルのちら
し（左）
更家副理事長によるプレゼン（上）
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域の料理を販売し賑わっていました。ナ
ンやカレー、コーヒー等の美味しそうな
匂いがしていました。出展団体は、国際
協力団体のみならず、大阪周辺の料理店
もあり、実際の店舗にも足を運びたくな
りました。また、難民キャンプテントが
設置され、難民について語るブースやラ
グビーや太極拳といったスポーツを楽し
むコーナーもあり、近隣の家族連れ等も
参加し大変賑わっていました。開催当日
は小雨がちらついていたものの、雨間に
は多くの来場者が、料理やスポーツを楽
しむ姿がみられました。また、会場付近
には日本一長い商店街である天神橋筋商
店街があり、クリーン作戦も実施されま
した。
このような華やかなお祭りの中、当協会
は、ステージイベントおよびブース出展
を行い、会場を盛り上げました。

WHO インターン報告会
2月2日（土）11時 50分から 12時
50分、当協会は、「羽ばたけ！国際保健
医療の世界へ！！」と題し、WHOイン
ターン報告会を実施しました。
本プログラムの前に、更家悠介副理事長
による講演があり、サラヤの世界各国で
の取り組みが紹介されました。講演を通
して、一大企業であるサラヤだからこそ
行うことのできる、様々な活動があると
感じました。写真が多く使用されたスラ
イドでは、サラヤの活動を通じて今も世

界各国で健康と笑顔が広がっていると感
じました。大阪をはじめ、西日本を拠点
にで世界で活動する著名人についても紹
介され、西日本から世界に羽ばたこう、
と希望が湧く内容でした。
報告会では、はじめに、中村安秀理事長
が当協会の概要を説明しました。世界保
健機関憲章前文、WHOの使命、WHO
の SDGs（持続可能な開発目標）への取
り組み、当協会の使命、入会案内および
世界各国から集まるWHOインターン
について紹介しました。
続いて、3名のWHOインターン経験者
が体験談を報告しました。WHOでイン
ターンとして職務経験を積む場合、無給
で渡航費や知財費などの経費は全て自己
負担となっています。このため、無給で
働く若者達を少しでもサポートするため
に、当協会は人材開発事業の一環として、
WHOでインターンすることが決まった
方々に対して、インターン期間中の生活
費等の負担を軽減するために、申請に基
づき援助を行っています。今回は、時田
佳治氏（群馬大学大学院保健学研究科）、
石川祐実氏（大阪大学大学院国際公共政
策研究科）、吉川健太郎氏（京都大学医
学部）の3名が、WHOでのインターン
について報告しました。

WHO本部SDS部門でのインターン（時
田佳治氏）
時 田 氏 は、WHO 本 部 の、Service 
Delivery and Safety（以下、SDS）部門

にてインターンを行われました。SDS
部門は、Universal Health Coverage（以
下、UHC）の達成を目指して、医療の
質（safe, high quality, effective, 
people -centred  and integrated 
services）を高めるための加盟国の保健
システムの改善を支えています。時田氏
の活動は、チーム医療教育の観点から、
Integrated People Centre Health 
Systemのためのエビデンス収集、医療
の質の改善のための二国間協定支援・ワ
ークショップの補佐および講義、資源の
限られた国での医療の質の改善のための
ツール検索、患者安全改善のためのチー
ム医療教育のツール開発、PSラーニン
グシステムワークショップやサミットへ
の参加、といった多岐にわたるものでし
た。インターンを通して、多くの先生方
や仲間に恵まれ、休日には周辺国にも出
かけリフレッシュされたとのことでした。
時田氏の経験から、WHOの業務のイメ
ージが広がり、大変興味深い内容でした。

WHO本部UHC達成に向けたプロジェ
クトでのインターン（石川祐美氏）
石川氏は、WHO本部にて、UHCを達
成するためのGlobal Competency and 
Educational Standards Framework を
作成するプロジェクトにかかわられまし
た。このプロジェクトの目的は、UHC
の達成に向けて、保健医療人材教育の側
面からアプローチすることであり、主に
ミッドレベルの保健医療人材を対象とし

WHOインターン報告会（左）
WHO協会の展示ブース（上）
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て、効果的な教育を行うための指針とな
るフレームワークの作成に携わられまし
た。石川氏は、WHOでのインターンが
始まった時期が、丁度プロジェクトの開
始時期と重なったことから、WHOのプ
ロジェクトがどのように始まり進んでい
くのかを学ぶことができたと話されまし
た。また、インターンの様子は、多くの
写真と共に語られました。石川氏の、積
極的に職員や他のインターン生とかかわ
る姿、多忙な中でもWHOでのインタ
ーンを充実させ、楽しむ様子が印象的で
した。

WHO本部アスタナ会議に向けたインタ
ーン（吉川健太郎氏）
吉川氏は、WHO本部のHealth System
局 Service Delivery部門にて2か月間、
インターンを実施されました。吉川氏の
活動は、WHO主催の国際会議であるア
スタナ会議の準備であり、具体的には参
加者のリスト作成、紹介状発送、加盟国
間協議の運営補助、宣言文書の草案作成
の補助、WHOやUNICEFによる準備会
合の補助等を行われました。プレゼンテ
ーションでは、インターン生の一日の流
れを説明されました。WHO本部の写真
も多く、インターン生の生活がイメージ
しやすい内容でした。また、インターン

をして気付いたこととして、欧米・欧州
の職員は女性が約9割を占めるが、中
東・アジアでは男女比が逆転すること、
宣言の言葉一つひとつが時間をかけて決
定されること等が紹介され、実際に
WHO本部にてインターンを経験したか
らこそ得られた学びが多くあると感じま
した。吉川氏の活動の詳細については
14～15ページの記事をご参照ください。
インターンを通して国際保健の最前線の
場に触れた3名の報告は、いきいきと
して希望に満ちており、WHOでのイン
ターンが充実していたことが伝わってき
ました。
　また、業務はもちろん、様々な立場で
世界の最前線で活動する先生方や、今後
も世界で活躍しようと励む仲間達との出
会いを語る姿は非常に印象的で、WHO
でのインターンは、かけがえのない経験
を得られるものだと改めて感じました。
また、WHO本部のあるジュネーブの滞
在費は高額である、ということもまた印
象的でした。日本のようにワンコインで
外食できることはまずなく、無給で滞在
費も自費という現実の厳しさ、またイン
ターン希望者への支援の必要性を痛感し
ました。また、WHO本部での食事が充
実していること、一方、WHO本部で提
供される食事の食品ロスも気がかりであ

る、といった、本部の中に入りインター
ンを経験した若者だからこそ感じられる
目線に気付かされる面もありました。
3名の報告後は質疑応答の時間が設けら
れ、3名の将来の展望等について質問が
ありました。WHOでインターンを行っ
た経験を若者に伝えていきたい（時田氏）、
WHOで勤務したい（石川氏）、国際保
健分野に貢献していきたい（吉川氏）と
いった、インターン経験が今後の人生に
活きるであろう展望を語っていただき、
希望に満ちた報告会でした。
当協会の支援を受けたWHOインター
ン経験者による報告会の開催は、当協会
としては初めての試みです。当協会の活
動や、WHOでのインターンに興味を持
ち、高い志を持って羽ばたく若者が増え
ることを願うと同時に、WHOインター
ン希望者の、金銭面での負担を軽減でき
るよう、引き続き支援を行っていきたい
と考えます。

多くの市民に情報提供を行
った展示ブース

北区民センターでの展示ブースでは、
WHOおよび当協会の説明や、参考資料
の配布を行いました。ブースは長机と椅
子2脚を設置し、渡部事務局長、木村

セミナー・イベント報告1-2

WHO協会展示ブース（左）
展示周辺での対応（上）
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理事を中心に来場者の対応を行いました。
ブースの背面には、WHOについての説
明、WHO憲章前文（邦訳）、WHOの
運営等、WHOの地域事務所の地図、
WHO の SDGs への取り組み、日本
WHO協会の紹介、日本国際保健医療学
会学生部会（以下、jaih-s）の紹介、に
関する説明を掲示しました。また、当協
会パンフレット、本機関誌『目で見る
WHO』67号および jaih-s のパンフレ
ットを設置し、来場者に配布しました。
2日間のイベントを通して、当協会パン
フレットを300部、『目で見るWHO』
67号は200部を配布し、また多数の来
場者が立ち止まって展示物を閲覧してい
ました。
ブースには閲覧用資料として、世界保健
統計など直近のWHOの出版物、また
SDGs関連資料として、各目標の世界の
状況、SDGs-3の 9つの目標と4つの指
標に関する資料を設置しました。資料は
一部のみ邦訳でしたが、資料を熱心に閲
覧される来場者もいました。あわせて、
エイズ募金箱を設置し、来場者に募金を
呼びかけました。エイズ募金は大勢の来
場者に支えられ、2日間で6,848円の
寄付を頂戴しました。
出展ブースはNPO法人等様々な団体が
あり、当協会も他団体を知ることで多く
の刺激を得ました。特に、映像を上映し
たり、パネルを使用してわかりやすく活
動を紹介するブースの存在は目を惹きま
した。早速当協会の展示ブースにも活か
して盛り上げようと、3日（日）昼より、

第2回関西グローバルヘルスの集い（3
月6日開催）の紹介を行いました。ノ
ートパソコンを使用し、第1回の話題
提供やディスカッション、発表の様子が
わかるスライドショーを上映、あわせて
前回の活動報告および次回の開催案内を
行いました。来場者の中には、学生等で
興味を持ち、次回ぜひ参加したいとの声
もありました。
会場内では、SDGsをテーマとしたスタ
ンプラリーが実施されていたため、シー
ルを集める子供達や母親らもブースを訪
れました。制服姿の高校生や、中学生、
様々な国籍の来場者がおられ、WHOや
当協会について説明を行いました。高校
生や中学生からは、「名前は授業で聞い
たことはあるけど、WHOってどんなこ
とをしているんですか？」といった質問
があり、掲示物等を使用し説明しました。
外国籍の来場者は「私の国にもWHO
がある」「とても大切な機関だ」と興味
を持ち、英文の閲覧用資料に見入ってい
ました。また、医療関係者、市会議員等
様々な立場の方が展示ブースを訪れ、今
後のメールマガジン配信、情報提供等を
目的とし、積極的に名刺交換を行いまし
た。
今回のステージイベントおよび展示には、
当協会のサポーターも運営にかかわりま
した。各日8名が集まり、展示ブース
の見学者対応や、会場片付け等を行いま
した。サポーターは大阪周辺の学生や大
学関係者のみならず、東日本や北海道か
ら訪れた方も含まれており、改めて当協

会は幅広い世代、地域の人々に支持され
ていると感じました。

おわりに
ワン・ワールド・フェスティバルでは様
々な催し物が行われており、参加した筆
者自身、大変充実した2日間を過ごす
ことができました。参加者がステージや
料理、ワークショップ等、様々な催しを
通して、国際協力を知る第一歩になった
と考えます。大阪で開催されたことで、
特に西日本にある団体の活動を知り、身
近でかかわることのできる団体を知る貴
重な機会にもなりました。これは、まさ
に今年のテーマである「共に生きる世界
をつくるために、一人ひとりができるこ
と」に通ずる学びであったと考えます。
当協会のワン・ワールド・フェスティバ
ルへの出展は、今回が初めての試みでし
たが、今回の出展を通して、WHOおよ
び当協会の活動を多くの市民に直接伝え
ることができました。また、老若男女問
わず多くの市民、様々な団体と触れる貴
重な機会となり、交流を深めることがで
きました。このように顔の見える関係を
作ることができたのは、団体としても非
常にいい機会でした。大阪市に事務所を
置く協会として、今後も西日本のみなら
ず日本中の市民および他団体と協力して
活動を行っていきたいと考えます。来年
のワン・ワールド・フェスティバルにも
参加し、引き続き市民への情報提供、積
極的な広報活動を実施していきたいです。

運営スタッフ集合写真（左）
休憩所（上）
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母子手帳とは何か？
　日本では母子健康手帳（以下、母子手
帳）は、成人で知らない人はないくらい

「当たり前にあるもの」となっています。
第2次世界大戦中の1942年（昭和17
年）に妊産婦手帳が始まり、物資の優先
配給と定期的な妊婦検診が奨励されまし
た。戦後の1948年（昭和23年）には
妊産婦手帳に子どもの記録の部分を合わ
せて世界で初めての母子手帳ができまし
た。すでに妊産婦手帳が普及していたの
で、母子手帳もそのまま全国一斉に普及
しました。1966年には母子保健法がで
きて、翌1967年から母子健康手帳と
いう名称になり、都道府県が交付するこ
とになりました。1991年には母子保健
法の改正により市町村が交付することに
なり、現在に続いています。細かい改訂
はその都度行われていますが、厚生労働

省が監督する全国共通のページの省令様
式全体の見直しの改訂は、10年に1回
行われています。次回は2021年まで
に検討されて2022年から改訂版が使
われる予定になっています。この日本生
まれの母子手帳を世界に発信し、関心の
ある国々の取り組みの経験共有を行おう
と始まったのが、当初の母子手帳国際シ
ンポジウムでした。

母子手帳国際会議の経緯
　母子手帳国際会議は、1998年に東京
で母子手帳国際シンポジウムとして開催
されたのが始まりで、第1回の会議に
は5カ国から150名が参加しました。
その後、だいたい2年に1回のペース
で会議が開催されて、第2回・3回は
インドネシア、第4回はタイ、第5回
はベトナム、第6回は東京、第7回は
バングラデシュと第7回まで日本とア

ジアの国々で開催されてきました。第8
回にはついにアフリカ大陸に渡り、第8
回がケニア、第9回がカメルーンでの
開催となりました。第8回のケニアで
の会議には20カ国を超える国・地域か
ら参加者が集い、アフリカ大陸からもた
くさんの方が参加されました。2016年
に行われた第10回の母子手帳国際会議
は、再び東京で行われ、3日間の会議に
は38カ国・地域から約400名の参加
がありました。アジア・アフリカだけで
なく、中東やヨーロッパ、アメリカなど
世界各地から参加者が集い、国際機関か
らの参加もありました。母子手帳国際会
議を重ねるごとに参加者も増えてきて、
母子手帳を活用している国々の広がりと
共に、参加された参加者同士の繋がりが
できてきたことも、母子手帳国際会議の
大きな役割になっていると思います。

セミナー・イベント報告２

世界の国々へ母子手帳を！
～第11回　母子手帳国際会議～

国際母子手帳委員会事務局長、ベトナムの
子ども達を支援する会事務局長

板東あけみ
障がい児を護るケアシステム構築の技術協力の中で国際
的な母子健康手帳活動を始め、ベトナムやカメルーンな
どの母子手帳開発や改訂に携わっている。

創価大学看護学部

小松法子
青年海外協力隊でタンザニアの母子保健クリニックで活
動した事をきっかけに、中村安秀教授の下で学び、母子
手帳国際会議に事務局として関わっている。

❷秋篠宮妃殿下に開会式でご挨拶をいただきました。手に持っておられるのは、長女眞子様の母子手帳。
❸世界医師会横倉義武前会長より、開会式でご挨拶をいただきました。
❹ホテルで開催された本会議場の様子

❷

❸

❹
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バンコク母子手帳国際会議
の概要

　第11回母子手帳国際会議は、「持続
可能な開発目標（SDGs）をめざす人生
最初の1000日間の奇跡：家庭にある
道具としての母子手帳」のテーマのもと、
2018年12月13・14日の2日間、タ
イ王国バンコク市内のモンティエン・ホ
テルで行われました（写真１）。今回の
国際会議にはアジア・中東・アフリカ・
ヨーロッパなど29カ国・地域から、
447名の参加があり、世界各地で母子
手帳への関心の高さや活用が広がってい
ることを改めて感じました。主催はタイ
保健省（Ministry of Public Health）と
国際母子手帳委員会（International 
Committee on MCH Handbook）。共催
として国際協力機構（JICA）、また、
WHOタイ事務所、ユニセフタイ事務所、
日本医師会、恩賜財団母子愛育会、日本
WHO協会、日本国際保健医療学会、甲
南女子大学、NPO 法人HANDS，（株）
サラヤ、（株）プロアシストなど から後
援をしていただきました。この場をお借
りして、厚く御礼申しあげます。

　会議1日目は、華やかなタイの伝統
舞踊から始まり、開会式では、タイ保健
省副大臣、秋篠宮妃殿下（写真２）、横
倉義武世界医師会前会長（写真３）、戸
田隆夫JICA上級審議役からご挨拶があ
り、タイ保健省副大臣、国際母子手帳委
員会代表の中村安秀教授の基調講演があ
りました（写真４）。午前中は、全体で「世
界の母子手帳：過去・現在・未来」のテ

ーマの下、インドネシア、ケニア、カナ
ダ、オランダ、日本からの発表があり、
各地で活用され、発展してきた母子手帳
について、これまでの経過と共にこれか
らの取り組みについても議論されました

（写真５）。午後は、4つの分科会に分か
れてそれぞれのテーマの下、活発な質疑
応答や意見交換がなされました。「だれ
も取り残さない母子手帳）」のセッショ
ンでは、日本の低出生体重の赤ちゃんの
ご家族が使える母子手帳と共に使うサブ
ブックの開発や中国のハイリスク妊娠の
お母さん達への取り組みなどが紹介され、
電子母子手帳の開発や活用について、日
本やオランダ、タイでの取り組みが紹介
されました。また、「世界における母子

手帳の情報共有」のセッションでは、
11カ国の参加者から発表があり、アジ
ア・アフリカ・中東での母子手帳の活用
と発展についてお互いの経験を共有し、
更なる発展に向けて学びあうとても活発
な質疑応答が行われました。特に、これ
から母子手帳を活用して行きたいと考え
ている国から参加された方は、熱心に質
問され、セッション終了後も発表者や参
加者の方々と話している様子が見られま
した（写真６）。
　会議2日目は午前中を使って会議が
行われ、前半は「子どもたちのためのユ
ニバーサル・ヘルス・カバレッジ

（UHC））」をテーマにパネルディスカッ
ションを行い、後半にはWHOが発表

第11回母子手帳国際会議・日程表
❶ホテルの前には、派手なピンク
の母子手帳国際会議の案内

2018年12月13日
開会式

基調講演
全体会議

分科会

懇親会
2018年12月14日
英語圏会議

全体会議

閉会式

タイ保健省副大臣、秋篠宮妃殿下、横倉義武日本医師会会長・
世界医師会前会長、戸田隆夫JICA上級審議役
タイ保健省副大臣、国際母子手帳委員会代表

「The MCH Handbook around the world ; past, present 
and future（世界の母子手帳：過去・現在・未来）」

「No one left behind（だれも取り残さない母子手帳）」
「Policy and Management for MCH handbook utilization
（母子手帳活用の政策管理）」
「Knowledge Sharing of MCH Handbook around the world
（世界における母子手帳の情報共有）」
「Group meeting for Bangkok Declaration（バンコク宣言の
検討）」

「Universal Health Coverage for Children ‒ Building 
brighter future in which every child thrive（子どもた
のためのユニバーサル・ヘルス・カバレッジ：すべての子ども
たちが成育する輝く未来の創造）」
パネルディスカッション:「WHOガイドライン」
パネルディスカッション:「Future plan for MCH handbook 
in the era of SDGs（持続可能な開発目標の時代における母子
手帳の未来像）」

「Bangkok Declaration（バンコク宣言）」の採択
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した妊産婦・新生児・子どもたちの家庭
用記録としての母子手帳についての発表
がありました。2つのセッションを通し
て、母子手帳が家庭における健康記録と
して、妊娠から出産、新生児から乳幼児
期に至るまで家庭で保管できる医療記録
として注目され、UHCの取り組みの中
で重要な役割を担っていることを改めて
確認し合いました。最後に、これからの
国際母子手帳委員会の取り組みについて
発表され、今回の会議をまとめたバンコ
ク宣言の発表があって会議が閉幕しまし
た（表）。

フィールドトリップ
　会議の前日（12月 12日）には、タ
イ保健省の方々がアレンジをしてくださ
ったフィールドトリップがあり、希望者
は半日コース・1日コースで4つのグ
ループに分かれてタイの病院を視察しま
した。視察は首都圏保健福祉センター

（Metropolitan health and wellness 
institute）、Siripat ク リ ニ ッ ク、
Pratumthani 病 院、Charoenkrung 病

院の病院から1つか2つを訪問し、そ
れぞれの病院やクリニックで行われてい
る妊産婦ケアや乳幼児健診、乳房クリニ
ック等を見学して、タイの病院で実際に
母子手帳がどのように使われているのか
学ぶことができました。私が視察した
Pratumthani 病院では、産後のケア等
でタイの伝統的なハーバルボールを使っ
たマッサージをすると聞き、医療が発展
し、先進的な機械や施設が整っている病
院でも伝統を大切にしながら、産後のお
母さん達の健康増進を行っていることに
とても感動しました（写真７）。また、
タイの母子手帳は、「ピンクブック」と
呼ばれ、健診等で集められて重ねられて
いた母子手帳は、病院のスタッフもお母
さん達も愛着を持って使っている様子が
見うけられました。2ヵ所目に訪れた
Charoenkrung Hospital は、高層ビル
のような病院でしたが、中に入ると吹き
抜けになっていて、とても開放的な空間
のある病院でした。私達が見学に行った
とき、ちょうど産科病棟では産後のお母
さん達が沐浴の方法を習っているところ

で、私達も一緒に見学させてもらいまし
た。また、新生児集中治療室（NICU）
では、カップでミルクを飲んでいる赤ち
ゃんもおり、一緒にフィールドトリップ
に参加していた助産師さん達からカップ
による授乳について説明をしてもらいな
がら見学させてもらいました。どちらの
病院も明るい部屋でかわいい装飾がされ
ていたり、遊べる空間があったりしてい
て、病院に来る子ども達や家族が過ごし
やすい雰囲気のある病院でした。

今後の展望
　今回の会議の成果や思いを自国に持ち
帰った参加者は、帰国後に色々と思案を
重ねています。インドネシア保健省は、
低出生体重の赤ちゃんとご家族のための
母子手帳「しずおかリトルベビーハンド
ブック」の発表を受けて、2019年1月
に静岡へ視察に来られました。また、3
月には台湾保健省が来日して、日本の母
子保健の経験を学ばれることになってい
ます。ルワンダからの参加者は、自国に
も母子手帳をと切望されており、その思
いを組みとった視察団が4月にルワン
ダへ訪問することになっています。この
ような国を超えた協力によって、母子手
帳の使用の経験がさらに世界に広がって
いき、今回のバンコク宣言の具体化につ
ながることと確信しています。
今回の会議を終えて、次回、第12回母
子手帳国際会議は2020年 7月 8日―
10日にオランダのアムステルダムで開
催されることがすでに決まっており、初
めてヨーロッパでの開催となります。今
後、詳細な内容やスケジュールなどは、
第12回母子手帳国際会議ホームページ

（ h t t p : / / w w w . c o n f e r e n c e .
mchhandbook.com/）から見ることが
できます。また、今回の母子手帳国際会

イベント・セミナー報告2-2

❺1日目のセッションで発表するケニアのミリアム・ウェレ教授

❺
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議の様子や発表原稿などは、国際母子手
帳委員会のホームページ（http://www.
mchhandbook.com/mchhandbooks/）
に掲載されており、ダウンロードもでき
ます。日本を含む世界各国での母子手帳
のますますの取り組みにより、日本生ま
れの母子手帳が、さらに各国の母子手帳
となって世界の家族を護っていくことを
祈念しています。

❼フィールド訪問で訪れた
Pratumthani病院

❻国際協力機構（JICA）のブースを
訪問する参加者

❻ ❼

母子手帳国際会議のあゆみ
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　2018年8月～10月、スイス・ジュ
ネーブにあるWHO本部（国際保健機関）
にてインターンシップを行いました。幅
広い業務を行い国際保健の中枢とも言え
るWHOですが、政策決定や国連外交
に興味があった私は、国際会議の準備を
行う医療政策局の中のプロジェクトチー
ムに入れていただきました。そして、
WHO創設以来最大規模の国際会議であ
るアスタナ会議の準備の手伝いをメイン
に、イギリスやカザフスタンにも同行さ
せていただき、大変充実した日々を過ご
しました。

　小さい頃から外交や国際政治に関心が
あった私は、大学に入学後国際保健分野
にも興味を持ち始め、これらに関係する
イベントの補助や学生団体の立ち上げを
行っていました。こうした状況の中で、
世界の国際保健の最前線を見てみたいと
いう気持ちが強まり、大学のカリキュラ
ムの研究室配属期間を利用して、WHO
本部に行かせていただきました。

WHOインターン報告

　今回のインターンシップのミッション
として準備していたアスタナ会議は、
WHOだけでなくUNICEFなど他の国連
機関との共催で開かれるものでした。そ
のためインターン中はWHO本部内の
会議に加えて、世界各地にあるWHO
地域事務所やUNICEFなど様々な機関
や部署の方々との会議にも出させていた
だきました。また、準備しなければなら
ないことに比べて人員が少なかったこと
から、インターン生という立場を超え、
想定していた以上のことをさせていただ
きました。ジュネーブの本部滞在中の主
な仕事内容は、
⑴国際会議に参加する各国の政府要人や
国際機関、NGOの代表などへの招待状
・参加者リストの作成
⑵会議で採択される共同宣言文書の下書
きや校正の補助、各機関からのコメント
の編集
⑶毎週開かれる加盟国代表者間会議の準
備、議事録の作成
でした。

 月曜は部署の会議、水曜はUNICEF
や各国のWHO地域事務所とのテレカ
ンファレンス、金曜は各国政府代表部と
の協議があり、それ以外でも ILO や
UNICEFなどを訪問し担当の方と話合い
を行いました。
会議以外の時間は、それぞれに与えられ
た個部屋で招待状の作成や会場図作り、
メールのやりとりなどのデスクワークを
行なっていました。

　宣言文書の各国の交渉過程や運営上の
様々な点については口外厳禁ということ
でここでは述べませんが、当初８月末か
ら９月上旬の大筋合意を目指していたに
もかかわらず延びに延び、最終的に合意
が得られたのは10月の会議直前でした。
国連の会議で出す文書は、アメリカのよ
うな大国であろうとアフリカの小国であ
ろうと関係なく全会一致が原則です。経
済力やこれまでの支援の歴史などから会
議の中で影響力を持っている国はありま
すが、最終的な決議を前に落とし所を探
らなければならず、会議中のみならず会
議合間のコーヒーブレイクや非公式のミ
ーティングなどでも常に妥協点を探って
いました。

　今年のWHOのテーマは「ユニバー
サルヘルスカバレッジ (UHC)」であり、
来年の国連総会におけるハイレベル会議
のテーマもUHCとなっています。UHC
とは「全ての人が生涯を通じて必要な時
に基礎的な保健サービスを負担可能な費
用で受けられること」を意味しており、
国連の持続可能な開発目標（SDGs）に
おいても、ゴール3（健康と福祉）の中
でUHCの達成が掲げられています。
このような流れで開催されたUHCに関
する国際会議「アスタナ会議」はWHO
創設以来最大規模のものとなり、開催地
カザフスタンでも建国以来最大の国際会
議となったそうです。そのためWHO
だけでなくカザフスタン政府や保健省・

WHOインターン報告
～アスタナ会議の裏側～

京都大学医学部医学科4年

吉川健太郎
アジアと日本を結ぶ学生団体AJASTを設立
(京大生チャレンジコンテスト受賞,
日本インドネシア国交60周年記念事業認定)

はじめに

背景

アスタナ会議

インターンシップ内容

WHO本部
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外務省・大統領府が一丸となって様々な
イベントを開催し、大変素晴らしい会議
となりました。
　初日の夜は国立オペラホールにてカザ
フスタンで最も有名なオペラ歌手やバレ
エダンサーたちによる舞台を鑑賞し、閉
会式では同国の有名なポップ歌手たちに
よるコンサートを楽しみ、そして最終日
の夜は晩餐会にも招待していただきまし
た。
また治安があまり良くないためか、基本
的に移動は全てカザフスタン側が用意し
たパトカーによる先導付きでした。日本
のように大規模な国際会議を定期的に開
催している国ではあまり見られない厚遇
ぶりに驚きましたが、世界各国から政府
要人やVIPが来ているこの機会を使っ
てカザフスタンを最大限に知ってもらお
うという熱い気持ちが伝わってきました。

国連職員の働き方
　日本の働き方との違いに驚きました。
職員は皆個室で仕事をしており、会議や
相談事がある時のみ会議室や廊下で話し
合うという形でした。
　就業時間も特に決まっておらず、基本
的に各自思い思いの時間に出勤し、仕事
にひと段落がついたら帰る (中には昼に
帰ったりする人も ...) という感じでした。
私の直属の上司は小さい子供がいたため、
結構な頻度でテレワーク (自宅で仕事 )
をしていました。国際会議の直前など準
備で忙しくなってきた時は遅くまで残っ
ておられましたが、特に忙しくない時期
は18時にはほぼ人はいません。
　働き方改革を進めようとしている我が
国にとって、このような多様な働き方を
実際に見たり体験することは非常に有意
義だと思いました。

インターン生の地位
　世界中から物凄い数のインターン志願
者がいる国連ですが、インターンは基本
的に無給です。そのため、世界で最も物
価が高い都市の１つであるジュネーブで
の生活は各国の学生達には大きな負担と

なります。こうしたことから、ジュネー
ブにある各国連機関のインターン団体と
事務局が交渉し、インターン生に優しい
施策がとられるようになってきました。

「食事代は1日1300円までWHO負担」
「コップ、ペン、ノートなど必需品の支給」
など、ここ数年でインターン生の環境も
少しずつ変わってきているようです。

　WHOでは、土日は仕事をせずにしっ
かり休むようにと通達が来るほど、厳格
に休みが取られていたため、毎週末旅行
に出かけ、充実した休日を過ごすことが
出来ました。ユーレイルパスというヨー
ロッパ全域の鉄道が乗り放題となる鉄道
パスを購入し、ジュネーブ近郊の町や周
辺諸国を鉄道で巡っていました。アルプ
スの絶景をハイキングしたり、ミュンヘ
ンで開かれた世界最大のビール祭り” オ
クトーバフェスト” に参加したり、南フ
ランスの海岸でのんびりお昼寝をしたり
と、週末は最高のリフレッシュとなりま
した。

　初めてWHOの建物に入った時から
最後のお別れを言う日まで、全てが新鮮
で興奮の毎日でした。国連職員がどんな
日々を送っているのか、各国の外交官た
ちがどう交渉しているか、国連の会議が

どう準備されているのか、挙げだすとき
りがありませんが、これまで遠い世界だ
と思っていたことを実際に内側から見て
手伝わせていただき、自分がこれからの
人生で何をしたいのか考える大きな助け
となりました。
　この冊子を手にされている皆様の中に
はWHOでのインターンシップに興味
を持たれている方もいらっしゃると思い
ます。「まだあまり知識がないから ..」
とか「英語力が通用するか不安だから
..」などと悩んだりせず、思い切って飛
び込んでしまうことをお勧めします。必
ずやLife-changingな経験を得られるこ
とと思います。

　最後になりましたが、インターン前よ
りお世話になり続けました日本WHO
協会の中村安秀理事長、厚労省の井上肇
様（現国立国際医療研究センター）、そ
してジュネーブ滞在中にいつも気にかけ
てくださった日本政府代表部や日本人職
員会の皆様方に、この場をお借りして厚
く感謝申し上げます。
ありがとうございました。

終わりに

休日の過ごし方

印象に残ったこと

国連欧州本部内の総会議場にて
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　国立国際医療研究センター（NCGM）
は、1868年に日比谷に開院した兵隊仮
病院を前身として始まりました。その後、
陸軍本病院、国立東京第一病院、国立国
際医療センターなどを経て、2015年か
ら国立研究開発法人国立国際医療研究セ
ンターとなりました。NCGMは、陸軍
本病院の時代から、当時、医員だった森
林太郎（鷗外）をドイツに送り出すなど、
国際的な活動を始めておりましたが、
1980年代にはタイ国境のカンボジア難
民支援という形で国際協力を始め、国と
して本格的に保健医療分野での国際貢献
を目指すことになり、1986年には国立
病院医療センター（現NCGM）内に国
際医療協力部（後の国際医療協力局）が
開設され、本格的な国際保健医療協力を
始めました。その後、一時には世界保健
機関（WHO）の西太平洋地域事務所

（WPRO）の日本のリエゾン事務所もで

きるなど、WHOとの繋がりも深いです。

　NCGM は病院（センター病院：約
800床、国府台病院：約400床）、研
究所、国際医療協力局、看護大学校、臨
床研究センター、メディカルゲノムセン
ターからなります。このうちセンター病
院（写真）には、高度医療を提供する総
合病院としての機能のほか、日本で初め
てできた人間ドック、外国人診療や渡航
者外来、東京都でも有数の患者受入数を
誇る救急救命センター、さらには日本国
内でも４ヵ所だけ指定されているエボラ
ウイルス病などの新興感染症患者受け入
れのための特殊感染症指定医療機関とし
ての専門病床があります。また研究所で
は、糖尿病（研究センター）や高血圧な
どの生活習慣病、肝炎・免疫研究センタ
ーのように感染症や熱帯病などの研究を
行っています。国際保健医療協力局では、
国際協力機構（JICA）と協力して、開
発途上国の現地への保健省アドバイザー
の派遣や、専門家を派遣して母子保健や
感染症対策、保健システム強化などのプ
ロジェクトを実施する他、研修受入れ、
社会医学・疫学研究、各種の国際会議へ
の出席や政策提言なども行っています。
その他、NCGMでは国際共同治験や看
護教育など、各種の業務や事業も行って
います。

　1986年の国際医療協力局の開設以来、
2018年3月までに、専門家は139カ国、
延べ4,204人派遣し、研修生（写真上）
は154カ国から延べ5,266人を受け入
れています（実績表）。また、国際保健
や国際保健医療協力に興味のある、ある
いはこれら分野の専門家に将来なりたい
日本人に対しても研修を行っており、最
近では毎年200人以上が受講していま
す。NCGMではこの他、フランスのパ
スツール研究所と協力協定を締結してい
るほか、アジアを中心とする9カ国14
の保健医療施設・機関と協力協定を結び、
海外拠点として位置付けて、臨床協力や
共同研究、人材育成などを行っています

（世界地図）。さらには、研修や共同研究
などを通して培って来たネットワークを
活かして、フランス語圏アフリカ諸国の
保健医療人材に関するネットワーク会合
なども開催しています。
このような30年以上の国際協力の経験

WHO協力センター寄稿1

国立国際医療研究センター
～150年余りの歴史と世界に広がるネットワーク～

国立国際医療研究センター（NCGM）

国立国際医療研究センターの
歴史と概要 病院や研究所の役割と機能

世界に広がるネットワークと
協働

国立国際医療研究センター
国際医療協力局　運営企画部

明石秀親
大学卒業後、外科医として勤務。のち、英・米に留学。
1995年より現職。カンボジアやボリビア、他のプロジ
ェクトや、大学院教育にも従事。
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バーサルヘルスカバレッジなどの国際保
健課題に関するWHOやその他の国際
機関が主催する国際会議に出席したり、
WHO神戸センターと協力したり、さら
に、2017年からは日本国内のWCCを
集めた会議を開催し、WCC間のコミュ
ニケーションの強化にも貢献しています。

WHO/WPROの種々の事情によって、
NCGMがWCCである分野は保健シス
テム強化や新興感染症による公衆衛生危
機に限られたものとなってしまいました
が、WCCに指定されていなくても母子
保健や予防接種などの分野でもWHO/
WPROに協力・貢献しており、生活習
慣病を含む非感染性疾患やその他の分野
でも十分WCC的な働きができると自負
しています。国際保健医療協力の分野も
以前と違って、厚生労働省や外務省のみ
ならず、経済産業省など複数の省庁が関
わる分野となってきていますが、引き続
きWHOとは様々な形で協力して行け
ればと考えています。

やネットワークを基に、厚生労働省の国
際課に職員を出向して、WHO総会など
に協力したり、最近では医政局と協力し
て、民間活力を使った国際協力の事業と
して国際医療展開推進事業の実施を行う
ほか、その他の関連官庁との協力や、国
際保健医療学会やその他の学会やNGO
などと協力した事業も展開しています。
さらに、医工連携を含む企業との協力や、
アフリカでのエボラウイルス熱などの公
衆衛生危機に対応する緊急援助隊（JDR）
感染症チームの組織づくりなどにも貢献
しています。

　WHO協力センター（WCC）としては、
1986年から2013年まで、「保健開発
と関連した技術協力に関するWHO協
力センター」としてNCGM全体が指定
を受けていましたが、WHO改革の一環
としてWHO内のカウンターパートを
明確化することを求められたため、
2013年からは国際医療協力局が「保健
システム研究に関するWHO協力セン
ター」として指定され、また、2017年
4月には国際感染症センター（DCC）が
新たに「新興感染症の予防・防御・対応
に関するWHO協力センター」として

指定を受けました。さらに、NCGM内
のAIDS治療・研究開発センター（ACC）
は、WPROのHIV/AIDSに関するテク
ニカルパートナーに指定されています。
また、この間、WPROやWPRO地域の
WHO国事務所のみならず、WHO本部
やアフリカ地域事務所（AFRO）などに
も職員を派遣してきました。
　現在、国際医療協力局では、WPRO
地域の国々に対する「患者安全に関する
研修セミナー」の開催のためWPROや
国立保健医療科学院と協力したり、ユニ

WHO協力センターとしての活動

おわりに
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　国立国際医療研究センター（NCGM：
National  Center for Global  and 
Medicine）は、日本に6つあるナショ
ナルセンターのうちの1つのセンター
になり、2018年には創立150周年を
迎えました。感染症はNCGMの専門領
域の1つであり、国際感染症センター

（DCC：D i s e a s e  C o n t r o l  a n d 
Prevention Center）は、その中心を担
っています。
DCCでは、
1.臨床感染症のclinical referral center
として機能する
2.感染症領域の人材育成 /トレーニン
グへの注力
3.情報の発信源となりネットワーキン

WHO協力センター寄稿2

国立国際医療研究センターにおける感染管理と
臨床マネージメント
～パプアニューギニアにおける感染症危機管理研修～

グに努める
4.国内外の感染症の研究拠点となる
5.実地疫学の実践
の5つを活動の柱に据え、国内・国外
の感染症に関す包括的・多面的・先進的
な取り組みを行っています。
　DCC内には総合感染症科、トラベル
クリニック、国際感染症対策室の3部
門が存在します。総合感染症科は診療科
横断的な感染症コンサルテーションおよ
び輸入感染症・一般感染症の入院・外来
診療を行い、トラベルクリニックは 渡
航者の渡航前から帰国後までの健康管理
のため、健康診断や予防接種、慢性疾患
管理指導、帰国後診療等を行っています。
国際感染症対策室は新興・ 再興感染症の
現地調査、診断・治療などを行い、医療
従事者に研修会や情報を提供することで
わが国の感染症対策に貢献しています。
さらに、NCGMは国内で4カ所指定さ
れている特定感染症指定医療機関の一つ
として新感染症病棟を有し、DCCが管
理を担当しています。医療関連感染対策
では院内では感染対策チーム（ICT：
Infection Control Team）に参加し活動
を担い、地域医療機関とネットワークを
形成し実践的な取り組みを行っています。
研究活動では多施設共同研究を含む臨床
研究、輸入感染症の診断治療、ベトナム
拠点での医療関連感染症研究に加え、研
究所において遺伝子検査を中心に臨床微
生 物学的研究を行っています。

国立研究開発法人　国立国際医療研究センター
国際感染症センター

石金正裕
内科医、感染症科医のトレーニング後、国立感染症研究所　
FETP（Filed Epidemiology Training Programme）で実地
疫学を学び、現職に至っています。FETP在籍中はWPROで
の勤務経験もあります。

国立研究開発法人　国立国際医療研究センター
国際感染症センター

大曲貴夫
佐賀医大医学部卒業、聖路加国際病院、テキサス大学ヒ
ューストン校、静岡がんセンターを経て現在国立国際医
療研究センター病院国際感染症センター長。

国立国際医療研究センター
の紹介

WHO協力センターとして
の役割

　DCC は、WHO 西 太 平 洋 事 務 局
（WPRO:  WHO Western  Pac i f i c 
Region）の要請に基づき、2017年 4
月21日にWHO協力センターに認定さ
れました（WHO Collaborating Centre 
for Prevention, Preparedness and 
Response to Emerging Infectious 
Diseases）。薬剤耐性菌感染症を含む新
興再興感染症の感染管理や臨床マネージ
メントが主な役割です。
　また、2018 年 9 月に、WHO 本部

（WHO HQ: WHO Head Quarter）より
依頼があり、「国際保健規則（2005）
と健康危機のための戦略的なパートナー
シップ」のサイトへ掲載して頂くことに
なりました。薬剤耐性（Antimicrobial 
resistance）、予防接種（Immunization）、
緊急準備（Emergency preparedness）、
緊急時対応活動（Emergency response 
operations）、対抗医薬品と要員展開

（Medical  countermeasures and 
personnel deployment）の5つの分野
で登録頂いています。
　個人や社会をおびやかす新興感染症に
対して、その発生を予防すること、迅速
な対応を開始し発生時の影響を最小限に
することとアウトブレイク対応の支援を
関連諸機関ともに行うことで、WHOの
活動をサポートします。
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 2017年 4月の認定以降、DCCは、
WRPOと協力しながら多くの活動を行
っています。具体的には、2017年 10
月には、インドネシアのスリアンティ・
サロッソ病院（インドネシアの感染症専
門医療機関）の医師と看護師計8名を
対象とした3日間にわたる新興再興感
染症および院内感染症対策研修を行いま
した。2018年 2月には、WPROから
の要請に基づいて、ピョンチャンオリン
ピックで流行したノロウイルス感染症に
対するQ＆Aを担当しました。
さらに2018年 7月には、パプアニュ
ーギニア ポートモレスビー市で開催予
定（11月）のアジア太平洋経済協力

（APEC：Asia  Pac i f i c  Economic 
Cooperation）会議前に、感染症危機管
理を強化する研修をWHO西太平洋事
務局、パプアニューギニアWHOカン
トリーオフィス、パプアニューギニア保
健省と協力して実施しました。
　本項では、パプアニューギニアにおけ
る感染症危機管理研修について詳しく説
明します。この研修はAPECがパプア
ニューギニアで開催される初めてのマス
ギャザリングであるために、感染症の拡
大を防ぐために企画されました。4日間
にわたる研修で、ポートモレスビー市内

の4医療機関における院内感染対策の
責任者、WHOカントリーオフィス、保
健省、計20名が参加しました。研修では、
講義、ディスカッション、シミュレーシ
ョン訓練、病院ラウンドが行われました。
具体的には、
1.感染予防・管理の概要、現状の共有
とこれまでの取り組み（講義）
2.手指衛生、標準予防策と感染経路別
予防策（実技）
3.AMR (薬剤耐性 ) の概念と重要性（講
義）
4.医療機関におけるアウトブレイク探
知と対応、これまでの経験から得た教訓

（講義とシミュレーション訓練）
5.チェックリスト用いた参加施設にお
ける感染対策チームラウンド（実技）
6.WHOアセスメントフレームワークを
用いた自己評価（ディスカッション）
7.感染予防・対策に関する医療安全推
進のための計画策定（ディスカッション）
8.感染予防・対策改善に向けた計画の
共有とフィードバック（ディスカッショ
ン）を行いました。
　研修を通じて、ポートモレスビー市内
の各医療機関の感染対策責任者間で顔の
見える良いネットワーク作りができまし
た。このことにより、ポートモレスビー
市内の医療機関における感染予防・対策
の底上げに繋がると考えられました。

具体的な事業紹介

引用
1.国立国際医療研究センター　国際感染症センター . Available at http://dcc.ncgm.go.jp/index.html
2.国立国際医療研究センター　国際感染症センター　WHO協力センター . Available at http://dcc.ncgm.go.jp/activity/WHOCC/index.html
3.WHO HQ. Strategic Partnership for International Health Regulations (2005) 
and Health Security (SPH). Available at https://extranet.who.int/sph/donor-partner-landscape and https://extranet.who.int/sph/donor/12259
4.WPRO. WHO strengthens collaboration for infection prevention and control in the Region. Available at https://www.who.int/westernpacific/
news/feature-stories/detail/who-strengthens-collaboration-for-infection-prevention-and-control-in-the-region?fbclid=IwAR0cpY7pUEEpEsK6Gg
khvC4hmfhx1bH86IgHgHB0Q6zFxih4AcwzGAD8nWE

APECに向けての感染予防・対策に関す
るアクションプランの作成に関して、
2016年にWHOより公開された「感染
予防・対策にかかわる8つの要素」を
もとに、各医療機関の感染予防・対策の
現状を8つの要素に分けてスコア化で
きました。各医療機関により点数にばら
つきがみられ、介入すべき項目が異なっ
ていました。このような状況において、
現状と達成すべき目標に相違がある場合、
相違の内容、最終的なアウトカム、介入
すべき対象者、介入内容、介入期間、必
要な予算、責任者を明確にしたプランが
作成できました。
　11月に予定通りAPEC会議が開催さ
れましたが、大きなアウトブレイクは起
きませんでした。また、本研修について
は、WPROのウエブサイトに掲載され
ました。

参加者の集合写真 ポートモレスビー　ジェネラル病院での
ラウンドの様子

Personal Protective Equipment脱着指
導の様子
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　WHO協力センター「多職種連携教育
研 究 研 修 協 力 セ ン タ ー（WHO 
Collaborating Centre for Research 
and Training on Interprofessional 
Education）」は、2013年に群馬大学
がWHO西太平洋地域事務局により国
内初の保健人材育成分野のWHO協力
センターとして指定を受けました。
2017年の再指定を経て現在では2期目
になります。
　群馬大学は1997年の群馬大学大学
院医学部保健学科の設置の時から多職種
連 携 教 育（Interprofessional 
Education: IPE）のカリキュラムを実施
しており、2008年には日本国内の特色
ある IPEプログラムを実施している10
大学（現在は11大学）によるネットワ
ークである日本インタープロフェッショ
ナル教育機関ネットワーク（Japan 
Interprofess ional  Working and 
Education Network: JIPWEN）を立ち
上げ連携活動を行っています。

　当センターが、2期目にWHOと締結
した取り決め事項（TOR）は以下の通
りです。
TOR 1: 世界や西太平洋地域レベルにお
ける保健人材育成教育改革の観点から
IPEの理解を高めることへの貢献。
TOR 2: ユニバーサルヘルスカバレッジ
の実現に資する有能な保健人材の育成を
中心とした IPEの効果に関するエビデ
ンスの収集と普及。
TOR3: 他のWHO協力センターと連携
して、人々を中心とした包括的医療サー
ビスならびに公衆衛生機能の実現に向け
た教育人材育成能力の拡大を目指した
IPE研修コースの提供。
　本稿では当センターがこれらのTOR
に基づき行っている５つの活動について
写真を交えて紹介します。

Activity 1: WHO／WHO西太平洋地区
事務局の IPE・CPに対する取り組みの
普及
　当センターは、IPE や多職種協働

（Collaborative Practice：CP）の取り
組みの普及を目指して、他のWHO協
力センターや JIPWENと国際シンポジ
ウムやワークショップの開催、国際学会
や会議に出席しています。2018年には、
2月の国際的な政策に関する国際保健問
題を中心としたPrince Mahidol Award 
Conference の 出 席、11 月 に The 4th 

Annual National Health Professional 
Education Reform Forum にてセンタ
ーの活動を紹介する講演と IPEやCPの
効果のエビデンスに関するコメントを述

べました。また、8月にはJICA GLO+UHC
プロジェクトとの共催で国際シンポジウ
ム ” Introduction and Implementation 
of Interprofessional Education in Asia” 
を開催し、タイ・日本・フィリピン3
か国における IPEの導入と実施をテー
マとした議論を行いました。9月にはニ
ュージーランドで開催されたATBH IX
に参加し学会運営や研究発表を行いまし
た。また、IPEを促進し看護教育を発展
させる目的で北京協和医学院 (PUMC)
と連携しており、11月にはPUMC主催
の International Nursing Education 
Symposiumで講演を行い、共同研究に
関する会議に出席しています。
Activity 2: 多職種連携教育・協働の効
果に対するエビデンスの収集
　IPEにおけるエビデンスは、保健人材
育成ガイドラインにおいて数量的にも質
的にも低いと評価されました。そのため、
当センターでは JIPWENと連携し、日
本や西太平洋地域の各大学における資格
取得前の IPEの教育効果を検討してい
ます。その検証の結果、IPEプログラム、
実施のタイミング、教育効果のエビデン
スを収集し、2017年は、5篇の論文が
国際的な学術誌に受理されました。　
Activity 3: 系統的文献調査により IPE
とCPの効果の検証の実施
　当センターは IPEに関するエビデン
スを系統的文献調査により収集・解析し、
データベースにまとめています。このデ
ータベースには IPEの効果の検証や、対
象集団、IPEの内容、効果検証の解析ツ
ールの種類といった視点から IPEに関
するエビデンスを評価し、より良いチー

WHO協力センター寄稿3

群馬大学多職種連携教育研究研修センター
～西太平洋地域における多職種連携教育の普及と推進に向けて～

群馬大学多職種連携教育研究研修センター

時田佳治
群馬大学に籍を置く傍らWHO本部でボランティアを経
験。WHOCCではIPE研修コースを担当、日本保健医療
福祉連携教育学会で編集委員も務める。

はじめに

活動紹介

共著者
李範爽　牧野孝俊　松井弘樹
篠崎博光　蒲章則　渡邊秀臣

All Together Better Health (ATBH) Ⅸ 
でセンター教員が企画運営を行ったワー
クショップの様子
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や改善を支援していく予定です。

　UHCの達成に向けて IPEや CPの重
要性は増しています。当センターの活動
が西太平洋地域の医療の質の改善に貢献
できるよう他のWHO協力センターと
連携して努めて参りますのでご支援のほ
どよろしくお願いいたします。

ム医療教育の方法を模索しています。
センターでは2013年にWHOから刊
行された “Transforming and scaling 
up health professionals’ education 
and  t r a in ing :  WHO Educa t i on 
Guidelines 2013” と同様の系統的文献
調査から IPEのエビデンスを収集して
おり、2018年からは患者安全の分野に
特化した調査も始めました。これらの成
果については学術論文として投稿を進め
ています。
Activity 4: WHOの調整のもと、西太平
洋地区の教育開発センターと協力して多
職種連携教育ワークショップを開催
　当センターは、教育開発センター

（Education Development Centre：
EDC）と共同で西太平洋地域の大学に訪
問し、IPEと CPに関する経験を共有す
るための合同ワークショップや講演を行
っています。その一例として、ラオスで
唯一大学レベルで医師・薬剤師・歯科医
師・看護師・医療技師を養成している
University of Health Sciencesへの IPE
の導入があります。2014年に当センタ
ー主催の IPEワークショップ開催が実
現し、その後教育プログラム導入までの
4か年計画が始まることとなりました。
4か年計画は，Phase1： IPEの概念の
導入、Phase 2：プログラムデザイン、
Phase 3：IPEブログラム運営組織の構築、
Phase 4：プログラムの評価と実施に分
けて行われ、WHOとWHOCC共同活
動の成功事例として紹介されました。
Activity 5: 教育者ならびに保健医療関
係者に対する研修コースの開催
　当センターでは JIPWEN大学や他の
WHO協力センターとともに、IPEプロ
グラムの導入や改善に関心を持つ教員や
医療従事者に対して、自施設で IPEプ
ログラムを導入するための研修コースを
行っています。この研修コースでは、当

センターが独自に開発したツールキット
をもとに参加者が IPEプログラムを導
入するための計画を立案します。

　この取り組みは2013年に始まり、
2018年には16名（フィリピン7名、
ラオス1名、インドネシア8名）が参
加しました。各国の IPEとCPの現状や
研修修了生による講義、兵庫県立大学地
域ケア開発研究所から災害医療の観点か
らの IPEの重要性や、群馬大学に加え
て千葉大学や札幌医科大学の IPEプロ
グラムを紹介しました。研修後半に参加
者はツールキットに基づき行動計画を作
成し、各々の計画を発表しました。今後
参加者は自国で IPEプログラムの導入・
改善を行い、当センターはその状況を調
査しながらそれぞれのプログラムの導入

最後に

ラオスIPEワークショップの様子

IPEトレーニングコースの様子
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WHO職員お仕事日記１

西太平洋地域事務局長からのメッセージ
WHO西太平洋地域事務局（WPRO）の地域事務局長

葛西 健
医師、医学博士。1990年慶應義塾大学医学部卒業。厚
生労働省対大臣官房国際課などをへて、WHO西太平洋
地域事務局（WPRO）、WHOベトナム代表などを歴任し、
2019年2月にWPRO事務局長に就任。

基本的人権である
健康の達成を目指す

WHOとは何か？

　WHO（World Health Organization：
世界保健機関）は、1948年に設立され
た国連の保健医療に関する専門機関です。
WHOは、人種や宗教、政治信条といっ
たものに関わらず、すべての人にとって
健康は基本的な人権であるということを
謳い、その達成を目的にした組織です。
WHOの加盟国は194か国です。世界
的なネットワークを持って仕事をしてお
り、ジュネーブに本部があり、世界を６
つに分けて、アフリカ、ヨーロッパ、中
近東、南北アメリカ、南東アジア、そし
て西太平洋地域に地域事務局を設置して
います。それぞれの地域事務局の下に、
各国のカントリー（国）事務所が配置さ
れています。154の国事務所があり、
世界中で約7,500名のスタッフが日々
目的に向かって仕事をしています。
　2017年５月のWHO総会において、
エチオピアで保健大臣や外務大臣を歴任
したテドロス・ゲブレイェスス氏が事務
局長に選ばれ、それ以後彼の体制の下で
仕事をしています。国連機関の中では
WHOは非常にユニークな組織であり、

６つの地域事務局長を選挙で選び、地域
に固有の問題に対応するということで自
立性を持って運営をしています。各地域
の事務局長は、WHO地域事務局の政策
・予算、途上国支援対策等を立案・執行
する最高責任者なのです。

西太平洋地域は37の国と地
域に19億人が暮らす

WPROは広い

　WHO西太平洋地域事務局（WPRO）
は、北はモンゴル、南はニュージーラン
ド、東は英国領ピトケアン諸島あるいは
フランス領ポリネシア、西は中国の内モ
ンゴル自治区、という37の国と地域に
19億人の方が住む非常に広大な地域で
す。この地域は実は世界で最もダイナミ
ックに変化しているということでも有名
であり、世の中が発展して人びとが豊か
になる一方で、他の地域ではまだ出てこ
ないような新しい問題に直面している地
域です。
　私自身はフィリピン共和国のマニラに
在住しておりまして、マニラの下にある
15の国事務所の職員も含め総勢650名
でこの地域の19億の人びとの健康を守
るためにこれから５年間働くつもりでお
ります。この西太平洋地域では、技術の

進歩に伴う生活の改善が認められる一方
で、人口の急速な高齢化、あるいは急速
な都市化、非常に活発に経済発展をして
いる地域であります。その一方で、高血
圧や糖尿病といった生活習慣病の問題、
あるいは地域社会格差の拡大といった問
題に直面している地域でもあります。
とにかく社会が速く変化していくもので
すから、各国からは、この問題に対して
後手に回らないで、先手先手の保健医療
政策を打って欲しい、リーダーシップ、
外交交渉そして専門性といったものをつ
ぎ込んでこの地域を引っ張っていっても
らいたいという期待を受けています。具
体的には、国境を越えた時の感染症の指
揮、それから各国の保健システムへの直
接的なアドバイスといったものが求めら
れています。
　具体的にこの６か月間選挙活動をしま
して、各国から強い要請があったのは、
次の３つの分野でした。一つ目は感染症
などの危機管理、二つ目は糖尿病や高血
圧といった非感染症疾患（日本では生活
習慣関連疾患と呼んでいます）と高齢化
の問題、三つ目は環境保健や気候変動の
問題です。

西太平洋地域は
「感染症の震源地」

感染症の危機管理

最近インフルエンザのパンデミック（世
界的な流行）が起きた４回のうち３回は
西太平洋地域から発生をしており、昔か
ら感染症の震源地と呼ばれています。
2003年に、SARS（Severe  acute 
respiratory syndrome：重症急性呼吸
器症候群。香港などを中心に37か国でWPROはマニラ市内にあります WPRO国際会議場

WHO Association of Japan 2019.Spring22



700名以上が死亡しました）が発生し
ました。私もその時同僚を亡くしていま
すが、それ以降本当に一生懸命対策を打
ちまして地域全体の対応能力はかなり高
まっています。
　その一方で、やはり人と物の物流等が
それを上回る形で増加しており、引き続
き西太平洋地域は感染症にとってはリス
クの高い地域であると考えられます。マ
ニラのWPROチームが出張して対応し
た主な災害あるいは感染症は、年間大体
５回から７回くらいになります。さらに、
各国に置いてある国事務所での対応を含
めると年間80回ぐらい現場に出かけて
対応しているという状況です。
　最近は、薬の効かない薬剤耐性菌によ
るアウトブレイクが出てきたというのが
ひとつの懸念事項になっています。薬が
効かない薬剤耐性菌が世界中に広がると、
外科手術などにも大きな影響を及ぼしま
す。あるいは次のインフルエンザのパン
デミックが起きた時に、肺炎の治療に支
障をきたし相当程度の被害が起きるので
はないかと危惧しています。やはり薬の
効かない薬剤耐性菌の問題にもしっかり
取り組まなければいけないと考えており
ます。

高齢化のスピードは
日本よりも速い

生活習慣と高齢化

　WPRO加盟国の皆さんが強く要請を
されたのは生活習慣病と高齢化の問題で
す。太平洋の南の島では成人の80％が
肥満という状況で、生活習慣病が非常に
大きな問題となっています。外科の手術
室へ行きますと、6～7割の手術が糖
尿病によって足を切断しなければいけな
い、といった状況になっています。まさ
に、生活習慣病対策は待ったなしの状況
です。実際、死亡の80％以上はこの生
活習慣病によるという国もあります。
　この生活習慣病が高齢化という背景と
連動することにより、さらに大きな問題
になっています。高齢化、ヨーロッパは
100年かかったのに比較して日本は24
年。それにたいして私がWHO事務所

の代表しておりましたベトナムでは17
～18年で高齢化を迎えています。西太
平洋地域は非常に速いスピードで高齢化
を迎えております。しかも国全体が豊か
になってから高齢化を迎える訳ではなく
て、豊かになる前に高齢化を迎えていま
す。例えば、中国は高齢化率はまだ17
％ですが、高齢者の人口ということでみ
ると日本の総人口を既に超えている状況
です。この分野も加盟国からとにかく日
本の経験を活用させていただいて先手先
手の打ち手はないものか、と言われてい
る分野です。

気候変動に伴う
健康被害

環境問題

　３つ目の分野が環境問題、気候変動に
伴う健康被害です。太平洋の赤道付近の
環礁からなるキリバス共和国では、高潮
によってそれまで浸らなかった大地まで
浸水するというような状況になっていま
す。いろいろ理論的な報告書が出ており
ますが、現地に住んでいる人からすると
雨季と乾季の間隔が非常にまちまちにな
ってしまい、それに伴っていつのタイミ
ングでどれだけ水を貯めたらいいのか、
これまでの伝統的な叡智が全然使えなく
なっていると嘆いています。国際機関の
中には、もう少し奥地に住めばよいので
はないというような勧告をしていますが、
奥地に行くというのは反対側の海に落ち
ることだと信じている南の島の人々にと
っては容易に受け入れられることではあ
りません。南の島では温暖化排出ガスを
ほとんど出していないので、気候変動に
何も責任はないのに、その影響をもっと
も直接的に受けている状況です。こんな
不公平なことはないのではないかという、
南の島の方々の気持ちに沿うような形で
対策を打たねばならないと感じています。

失敗も含めて
上手に共有すること

日本の経験と技術への期待

　こういった３つの分野を私はバラバラ
に対応するのではなくて、日本の経験や

技術を積極的に活用して対応したいと考
えております。
　日本は、1961年にすべての人が必要
なときに質の良いサービスを受けること
ができる、しかもそれが経済的に困窮に
陥ることなく受けることができるという
医療サービスシステムを確立し、それか
ら60年経っています。高齢化の経験も
含め世界全体が日本の経験と技術に大変
期待を持っております。失敗も含めて上
手に共有することで日本の経験や技術は
世界の財産になると考えております。
　また、最近は保健医療分野でも技術革
新がものすごいスピードで進んでいます。
日本国内で起きているものもありますし、
アジアで起きていてリバース・イノベー
ションという形で日本に入ってきている
ものもあります。この分野にもしっかり
目配りをして我々が考えている「すべて
の人が医療にアクセスできる」という状
況を作りたいと考えています。
　今後も、WPROを含めたWHOの活
動に関心をもち続けていただき、日本の
経験を世界に発信するだけでなく、急速
に発展する世界の動きを把握し、国内の
保健医療のさらなる飛躍につなげていた
だけることを期待しています。

なお、本文は、2019年2月18日に日
本記者クラブで開催された葛西健氏の記
者会見（司会：宮田一雄氏）での発言内
容に基づいて作成されたものです。

教会と集会所を残して、移住を余儀な
くされたキリバスの島。それでもそこ
に生まれ育った住民は、戻りたいと政
府に嘆願している。（Photo credit: Will 
Seal ©WHO ）
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WHOニュース 11月

「暴力と傷害防止に関する専門家会議
Safety 2018が開催される」
　暴力と傷害により毎日13,000人以上
の命が奪われています。とりわけ暴力、
交通事故、落下、溺死、やけど、毒物に
より毎年500万人が命をおとしていま
す。最新のエビデンスや成功事例を共有
するための専門家会議Safety 2018が
タイのバンコクで開催されました。
暴力や傷害の防止は、SDGsとWHOの
GPW (G e n e r a l  P r o g r amme  o f 
Work)2019-2023の 達成に繋がるもの
です。

「重度精神障害者の身体的健康を改善す
るための新しいWHOガイドライン」
　重度精神障害に罹患した人々は一般の
人々に比べて2～3倍の死亡率であり、
結果として平均余命は10～20年短く
なっています。これらの早期死亡の大部
分は、身体的健康状態によるものです。
このガイドラインは、身体的および精神
的健康状態をどのように理解して改善し
ていくかについて証拠に基づく最新の推
奨事項を提供するものです。

「WHO、抗生物質の使用量に関する報
告書発表」
　WHOから世界各国の抗生物質の使用
量に関する初めての報告書が発表されま
した。世界65の国・地域を対象とした
もので、千人当たりの一日の使用量

ガイドライン

（DDD）が最も多かったのはモンゴル
（64.41）、最も少なかったのはブルンジ
（4.44）となっています。
日本のDDDは14.19で、欧州地域平均
は17.19です。

「シャーガス病の母子感染予防 : コント
ロールから根絶へ」
　世界では600～700万人がシャーガ
ス病を引き起こす寄生虫クルーズトリパ
ノソーマに感染していると推定されてい
ます。従来、シャーガス病の予防・治療
戦略は感染した新生児と妊婦の兄妹に対
する早期発見と治療でした。
　WHOは、妊娠前の診断と治療が先天
性感染の予防効果を高めるというエビデ
ンスに基づき、感染リスクを持つ少女お
よび婦人に対する積極的、系統的なスク
リーニングに重点を移しています。

「世界マラリア報告書 2018」
　世界マラリア報告書 2018年版が発
刊されました。
　2017年の患者数は 2億 1900万人
で前年に比べ 200万人増加し、対策の
遅れを取り戻すために国別に新たな対応
を開始するとしています。
　患者数の約70％ (1 億 5100万人 ) 
をアフリカ 10か国とインドで占め、ま
た、死亡者の 61％が 5歳未満の子供と
なっています。
2017年のマラリア対策費用は31億米
ドルで、うち 12億ドルが米国から拠出
されています。

グローバル戦略 2030 の達成のために
は、2020年まで少なくとも現在の 2倍
の年間 66億米ドルの投資が必要として
います。

「コンゴのエボラ治療に多剤併用試験を
開始」
　コンゴ保健省は、エボラ患者の治療に
使用される薬物の効果と安全性を評価す
るために、多剤併用ランダム化比較試験
の実施を発表しました。これは世界保健
機関（WHO）のイニシアティブの下で
行われるものです。

「世界結核報告書2018」
　WHOの世界結核報告書が、国連の結
核ハイレベル会合に先立ち発表されまし
た。
結核による死亡者は減少してはいるもの
の、2017年には160万人が死亡して
います。

11
November 2018

月

1. 暴力と傷害防止

2. 精神障害

3. 抗生物質

4. シャーガス病

5. マラリア

7. 結核

6. エボラウイルス病

会議

報告書

報告書

報告書
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”Exper ts gat her  to exchange 
knowledge to scale up lifesaving 
v iolence and injury prevent ion 
efforts"
 Violence and injuries take the lives 
of more than 13 000 people around 
the world each day. In an effort to 
prevent them, experts gather for 
Safety 2018 to share the latest 
evidence and experiences from 
p r o g r a m m e s  w h i c h  h a v e 
demonstrated success in saving 
lives.
Injuries caused by violence, road 
traff ic crashes, fal ls, drowning, 
burns and poisoning, among others, 
kill nearly 5 million people every 
year.

"Management of physical health 
condit ions in adults with severe 
m e n t a l  d i s o r d e r s  -  W H O 
Guidelines"
 Prevent able  phys ica l  hea l t h 
cond it ions lead to premature 
mortal ity in people with severe 
mental disorders, reducing their life 
span by 10-20 years. The majority of 
these premature deaths are due to 
physical health conditions.
This guideline provides evidence-
based, up-to-date recommendations 
to practitioners on how to recognize 
and manage comorbid physical and 
mental health conditions.

"WHO Report on Surveillance of 
Antibiotic Consumption"
 The link between antimicrobial 
resistance and use of antimicrobials 

is well documented. However, little 
i n f or mat ion  i s  ava i l ab l e  on 
antimicrobial use in low-income 
countries. This report presents 2015 
dat a  on  t he  consu mpt ion  of 
system ic  ant ib iot ics  f rom 65 
countries and areas, contributing to 
o u r  u n d e r s t a n d i n g  of  h o w 
ant ibiot ics  a re  used i n  t hese 
countries. 

"Prevent i ng  mot her -to-ch i ld 
transmission of Chagas disease: 
from control to elimination"
 The World Health Organization 
(WHO) is shifting its focus towards 
active screening of girls and women 
of childbearing age to detect the 
presence of Trypanosoma cruzi, the 
causative parasite of Chagas disease. 
Recent evidence1,2 demonstrates 
that diagnosing and treating women 
of this age group before pregnancy 
can effectively prevent congenital 
transmission.

"WHO and partners launch new 
country-led response to put stalled 
malaria control efforts back on 
track"
 Reductions in malaria cases have 
stalled after several years of decline 
global ly, according to the new 
World malaria report 2018. To get 
the reduction in malaria deaths and 
disease back on track, WHO and 
partners are joining a new country-
led response, launched today, to 
scale up prevention and treatment, 
and increased investment, to protect 
vulnerable people from the deadly 
disease.

"Democratic Republic of the Congo 
begins first-ever multi-drug Ebola 
trial"
 The Ministry of Health of the 
Democratic Republic of the Congo 
(DRC) today announced that a 
randomized control trial has begun 
to evaluate the effectiveness and 
sa f e t y  of  d r u g s  u sed  i n  t he 
treatment of Ebola patients. The 

for an Ebola treatment. It will form 
part of a mult i-outbreak, mult i-
country study that was agreed to by 
partners under a World Health 
Organization (WHO) initiative. 

"WHO calls for urgent action to 
end TB - 2018 Global TB Report 
released at the UN in New York"
 First-ever United Nations High-
Level Meet ing on TB provides 
historic opportunity
Fewer people fell ill and died from 
tuberculosis (TB) last year but 
countries are still not doing enough 
to end TB by 2030, warns the 
Wor ld  Hea l t h  Or g a n i za t ion 
(WHO). Although global efforts 
have aver ted an est imated 54 
million TB deaths since 2000, TB 
rema ins the wor ld’s dead l iest 
infectious disease.
The WHO report prov ides an 
over v iew of  the status of  the 
epidemic and the challenges and 
opportunit ies countries face in 
responding to it.

注）本サマリーは、WHO発信情報のインデックスとして役立て
て頂くよう標題及び冒頭部分を仮訳しているものですので、詳
細内容については、WHOニュースリリース、声明及びメディア
向けノートの原文をこちらからご確認下さい。
http://www.who.int/news-room/releases
http://www.who.int/news-room/statements
http://www.who.int/news-room/notes

1. Violence and Injury

2. Severe Mental Disorders

3. Antibiotics

4. Chagas Disease

5. Malaria

6. Ebola Virus Disease

7. Tuberculosis
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WHOニュース 12月

「住まいと健康に関するWHOの新し
いガイドライン」
　住まいの質は、ぜんそくなどの呼吸器
疾患、循環器病、怪我、結核などの感染
症など、健康の広い範囲に関係していま
す。
　最新の「住まいと健康に関するガイド
ライン」によると、気候変動と人口動態
の変動によって住まいは公衆衛生にます
ます重要な要素になってきています。

「WHO、COP24で健康と気候変動に
関する特別報告書を発表」
　第24回国連気候変動枠組み条約締約
国会議（COP24）で、WHOは特別報
告書を発表しました。
　大気汚染は毎年700万人の命を奪い、
健康・福祉の領域で5兆億ドルを消耗
しています。
　パリ協定の大気汚染の減少が達成され
るだけでも、2050年までに毎年100
万人の命が救われます。気候変動への対
応によってそのコストの2倍の健康上
の利益が得られます。

「望ましいワクチン接種率とのギャップ
で世界的に麻疹が急増」
　2017年、麻疹による報告死者数が急

増しました。複数の国々で重症化する麻
疹のアウトブレイクが長期化しました。
ワクチン接種率の問題から、全ての地域
で麻疹のアウトブレイクが発生し、約
11万人が死亡したとみられます。
麻疹は伝染力の強い病気で、脳炎、重度
の下痢や脱水、肺炎、視力喪失など致命
的な合併症を引き起こす可能性がありま
すが、ワクチンを２回投与することで予
防できます。

「アジア太平洋地域のUHCの進展状況
報告書」
　OECD と WHO の共著「Health at a 
G l a n c e  A s i a / P a c i f i c  2 018 ～
Measu r i ng  P r og r e s s  Towa rd s 
Universal Health Coverage」が発表さ
れました。
　2000年以降、アジア/太平洋地域に
おける低及び低中所得国では平均寿命は
約6年延びたものの、妊婦死亡率は依
然としてSDGｓの目標値の2倍でした。
　多くの国で幼児死亡率は50％以上の
急激な減少を見ましたが、同地域の平均
死亡率から見ると、SDGsの目標の1.5
倍の100人あたり30人という高水準
に留まっています。

「交通安全に関する報告書発表」
　2016年の交通事故による死亡者は約
135万人で直近の3年間で約
10万人増加し、5～29歳の子どもや

若者の死因の第1位となっています。

「健康への権利」
　今年は、世界人権宣言 70 周年と
WHO設立70周年の年です。WHO憲
章は、健康はすべての人々の基本的権利
であるとしています。
　必須の保健医療サービスを受けられる
人々は徐々に増えていますが、世界の人
口の少なくとも半分はまだ基本的な保健
医療サービスさえ受けることができてい
ません。

「治療が必要な新生児3000万人」
　国連は、死の危機に瀕した乳幼児を救
うためのより良いケアと強力な立法化を
求めています。
　ユニセフとWHOなどの共同報告書
によると、年間3000万人近い赤ちゃ
んが、早産や体重過少で生まれ、あるい
は病気になって、生き延びるための特別
なケアを必要としています。

「WHO、グローバル救急救命ケアイニ
シアティブを立上げ」
　世界ではタイムリーな救急医療が受け
られずに多くの人が死亡しています。
　このイニシアティブは、今後５年間で
数百万人の命を救うことを目標に、初期
段階では救急医療体制が不十分な低中所
得国10か国を支援するものです。

12
December 2018

月

1. 住まいと健康

2. 気候変動

3. 麻疹と予防接種

4. ユニバーサルヘルス
カバレッジ (UHC)

6. 健康への権利

5. 交通安全

7. 新生児

8. 救急治療

ガイドライン

報告書

報告書

報告書
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"Housing impacts health: New 
WHO Guidelines on Housing and 
Health"
 The quality of housing has major 
implicat ions for people’s health. 
Poor housing is associated with a 
wide range of health condit ions 
such  a s  r esp i r a tor y  d i seases 
including asthma, cardiovascular 
diseases, injuries, mental health and 
i nfect ious d iseases i nc lud ing 
t ube rc u los i s ,  i n f luen za  a nd 
diarrhoea. .

"COP24 special report on health 
and climate change"
 During COP23, the High Level 
Presidency Event on Health, the 
Hon PM Bainimarama led a call for 
the World Health Organisation to 
develop a report on health and 
climate change to be delivered at 
COP24.

"Measles cases spike globally due to 
gaps in vaccination coverage"
 Reported measles cases spiked in 
2 017,  a s  mu l t i p l e  cou nt r i e s 
experienced severe and protracted 
outbreaks of the disease. This is 
according to a new report published 
t o d a y  b y  l e a d i n g  h e a l t h 
organizations. 
The agencies also call for actions to 
build broad-based public support 

for immunizations, while tackling 
misinformat ion and hesitancy 
around vaccines where these exist.

"Health at a Glance: Asia/Pacif ic 
2018"
 Measuring Progress towards 
Universal Health Coverage
This f ifth edition of Health at a 
Glance Asia/Pacific presents a set 
of key indicators of health status, 
the determinants of health, health 
care resources and utilisation, health 

countries and territories. 

"New WHO report h igh l ights 
insufficient progress to tackle lack 
of safety on the world's roads"
 A new report by the World Health 
Organization (WHO) indicates road 

an annual 1.35 mill ion fatalit ies. 
The WHO Global status report on 
road safety 2018 highlights that 
road traff ic injuries are now the 
leading killer of children and young 
people aged 5-29 years. 

"Standing up for the right to health"
 More people can access essential 
health services today than ever 
before, but at least half  of the 
world’s population still go without. 
This year is an opportunity to stand 
up for their rights. It is the 70th 

ann iversa r y  of  t he Un iversa l 
Declaration for Human Rights, and 
the 70th anniversary of WHO. Both 
t he  Dec l a r at ion  a nd  W HO’s 
Const itut ion, the organizat ion’s 
founding document, assert that 
health is a fundamental right for all 
people. 

"Nea r l y  30  m i l l ion  s ick  a nd 
premature newborns in dire need of 
t reat ment  ever y  yea r  Globa l 
coalition calls for better care and 
stronger legislation to save babies 
on the brink of death"
 Nearly 30 million babies are born 
too soon, too small or become sick 
every year and need specialized care 
to survive, according to a new 
report by a global coalit ion that 
includes UNICEF and WHO.

"Global Emergency and Trauma 
Care Initiative"
 The goal of the WHO Global 
Emergency and Trauma Care 
Initiative is to save millions of lives 
over the next f ive years through 
improvements to emergency care 
systems. Its aims are two-fold: to 
rapidly increase capacities to provide 
quality emergency care in countries 
around the world, and to foster 
a w a re ness  t h rou g h  a  g loba l 
advocacy  campa ig n about  it s 
potential to save lives.

注）本サマリーは、WHO発信情報のインデックスとして役立て
て頂くよう標題及び冒頭部分を仮訳しているものですので、詳
細内容については、WHOニュースリリース、声明及びメディア
向けノートの原文をこちらからご確認下さい。
http://www.who.int/news-room/releases
http://www.who.int/news-room/statements
http://www.who.int/news-room/notes

1. Housing Impacts Health

2. Climate Change

3. Measles and Vaccination

4.Universal Health Coverage

6. Right to Health

8. Emergency Treatment

7. Newborns
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WHOニュース 1月

「2019年の世界の健康に対する10の
脅威」
2019年は、新しい5か年戦略計画にお
ける『第13回一般作業計画』のスター
トの年です。この計画は、10億人以上
の人々がユニバーサルヘルスカバレッ 
ジへのアクセスから恩恵を受けることを
確実にし、10億人以上の人々が健康上
の緊急事態から保護され、10億人以上
の人々がより良い健康と福祉を享受する
ことを目標としています。
この目標を達成するためにはさまざまな
角度から健康への脅威に対処する必要が
あります。
2019年に取り組む多くの健康課題のう
ち、WHOは以下の10課題を挙げてい
ます。
･大気汚染と気候変動
･非感染性疾患NCDs
･グローバルなインフルエンザ･パンデ
ミック
･脆弱な国の保健システムの強化
･薬剤耐性AMR
･エボラや他の高脅威病原体
･不十分なプライマリヘルスケア
･ワクチン接種への躊躇
･デング熱
･HIV

「WHO欧州事務所、SDGsに関するビ
デオ公開」

WHO欧州事務所は、SDGsを通じてよ
り良い世界を思い描くためのビデオ

『Help build a better future』を公開し
ました。
“子供たちは、大気汚染や虐待や致命的
な病気が日常生活からなくなり、悪夢で
あったと思える、より健康な世界に住む
ことができて当然である” というメッセ
ージが１分強のビデオで語られています。

「WHO執行理事会開催」
1月 24日から2月 1日まで、第144
回WHO執行理事会が開催されます。
WHO執行理事会は、WHOで選出され
た34カ国が推薦する執行理事によって
構成され、毎年、1月と5月に開催さ
れます。執行理事会はWHO総会への
助言や提 案、WHO総会での決議事項
をより具体化することなどを主な役割と
しています。

「ILO(国際労働機関 )、職場での健康に
根本的な変化を求める報告書を公開」
ILO仕事の未来委員会は、グローバリゼ
ーション、急速な技術開発、人口動態の
変化および気候変動等への取り組みに根
本的な変化を求める報告書を発 表しま
した。
2018年、WHOは ILOと労働安全衛生
に共同で取り組むために提携を結んでい
ます。

「2020年を看護師・助産師の年に指定
へ」
ＷＨＯ執行理事会は、ナイチンゲール生
誕200年を記念し、2020年を「看護
師と助産師の年」とする提案を、５月の
第72回世界保健総会へ提出することに
しました。
ＵＨＣ達成に向けての看護師と助産師の
役割は大きく、2018 年から Nursing 
Now! キャンペーンを実施しており、
2020年には世界看護師報告書の発行を
予定しています。

「WHO執行理事会、西太平洋地域事務
局長に葛西健氏を任命」
第144回WHO執行理事会において、
西太平洋地域事務局 (WPRO)事務局長
に葛西健氏が任命され、また、東南アジ
ア地域事務局 (SAERO) 事務局長にDr. 
Poonam Khetrapal Singh氏が再任され
ました。

WHO Director-General and Dr Takeshi 
Kasai, Regional Director for WHO’ s 
Western Pacific Region (photo: WHO/
C. Black)

1
January 2019

月

1. 世界の健康

3. WHO 執行理事会

4. 職場の健康

2. SDGs

6. 新事務局長

5. 看護・助産
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"Ten threats to global health in 2019
The world is facing multiple health" 
cha l lenges. These range f rom 
outbreaks of vaccine-preventable 
diseases like measles and diphtheria, 
increasing reports of drug-resistant 
pathogens, growing rates of obesity 
and physical inactivity to the  health 
impacts of environmental pollution 
and climate change and multiple 
humanitarian crises.   
To address these and other threats, 
2019 sees the start of the World 
Health Organization’s new 5-year 
strategic plan – the 13th General 
Programme of Work. This plan 
focuses on a triple billion target:  
ensuring 1 bi l l ion more people 
benef it from access to universal 
health coverage, 1 bi l l ion more 
people are protected from health 
emergencies and 1 bi l l ion more 
people enjoy better health and well-
being. Reaching th is goal wi l l 
require addressing the threats to 
health from a variety of angles. 
Here are 10 of the many issues that 
will demand attention from WHO 
and health partners in 2019. 

"Imagining a better world through 
the SDGs"
WHO/Europe has launched a new 
video highl ighting a few of the 
many factors that inf luence health, 
al l of which are included in the 
SDGs. Viewed from the perspective 
of children who will be teenagers 
by 2030, the video states, 

"Executive Board, 144th session"
24 January–1 February 2019
The Executive Board is composed 
of  34 i nd iv idua ls techn ica l ly 

one designated by a Member State 
elected to do so by the World 
Health Assembly. Member States 
are elected for three-year terms.
The Board meets at least twice a 
year; the main meeting is normally 
in January, with a second shorter 
meeting in May, immediately after 
the Health Assembly. The main 
functions of the Executive Board 
are to give effect to the decisions 
and policies of the Health Assembly, 
to adv ise  it  and genera l ly  to 
facilitate its work.

"The Global Commission on the 
F u t u r e  o f  Wo r k  c a l l s  f o r 
fundamental changes in health at 
work"
The ILO Global Commission on 
t he Fut u re of  Work ca l ls  for 
fundamental changes in the way we 
w o r k  i n  t h e  n e w  w a v e  o f 
globalization, rapid technological 
d e v e l o p m e n t ,  d e m o g r a ph i c 
t ransit ion and cl imate change, 
according to its report Work for a 
Brighter Future published today. 
The report examines how to achieve 
a better future of work for all at a 
time of unprecedented change and 
exceptional challenges in the world 
of work.

"Executive Board designates 2020 
as the 'Year of  the Nurse and 
Midwife'"
T he Execut ive  Board ,  today, 
designated the year 2020 as the 
“Year of the Nurse and midwife”, 
i n  honor  of  t he  20 0 t h  b i r t h 
a n n i v e r s a r y  o f  F l o r e n c e 
Nightingale. This proposal will now 
be presented to Member States of 
the 72nd World Health Assembly 
for consideration and endorsement.
The year 2020 is signif icant for 
WHO in the context of nursing and 
m idw ifer y  st reng t hen i ng  for 
Universal Health Coverage. WHO 
is leading the development of the 
f i rst-ever State of  the World’s 
Nursing report wh ich w i l l  be 
launched in 2020, prior to the 73rd 
World Health Assembly.

"WHO appoints d i rectors for 

regions"
T he W HO Execut ive  Boa rd , 
currently holding its 144th session 
in Geneva ,  has appointed Dr 
Takeshi Kasai as Regional Director 

and re-appointed Dr Poonam 
Khetrapal Singh for a second 
term as Reg iona l Director for 
WHO’s South-East Asia Region.

注）本サマリーは、WHO発信情報のインデックスとして役立て
て頂くよう標題及び冒頭部分を仮訳しているものですので、詳
細内容については、WHOニュースリリース、声明及びメディア
向けノートの原文をこちらからご確認下さい。
http://www.who.int/news-room/releases
http://www.who.int/news-room/statements
http://www.who.int/news-room/notes

1. World Health

2. SDGs

3. WHO Executive Board

4. Health at Work

6. New Regional Director

5. Nurse and Midwife
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「関西グローバルヘルスの集い」 報告

関西グローバルヘルスの集い
第1回　グローバル格差のなかの子どもの死亡
2019年1月9日水曜日、第1回目の関西グローバルヘルスの集いが、大阪の本町にあるサラヤメディカルトレーニングセンターで開催されま
した。まだお正月気分が抜けきらない中、関係者を含めて計35名が集まりました。第1回目のテーマは 「グローバル格差のなかの子ども
の死亡」で、はじめに当協会理事長である中村安秀先生に話題提供を頂き、その後、参加者全員参加によるワークショップを行いました。

大阪大学大学院人間科学研究科助教
ユネスコチェアGlobal Health and Education運営室

小笠原理恵
米国アリゾナ州で看護学を学んだ後、中国上海市の外資系医療機関でク
リニックマネージャーを務める。2017年大阪大学大学院人間科学研究
科博士課程修了、特任研究員を経て2018年より現職。

　話題提供では、まず国連を核としたこ
れまでのグローバルヘルスの動向が紹介
されました。「プライマリヘルスケア」、

「ミレニアム開発目標（MDGs）」、そして
最近街でもよく目や耳にする「持続可能
な開発目標（SDGs）」という流れです。
SDGsでは、「だれひとり取り残さない

（No one left behind）」が理念として掲
げられています。SDGsで設定された17
の目標のうち、人びとの「健康」に焦点を
あてたのが目標3「あらゆる年齢のすべて
の人びとの健康的な生活を確保し、福祉

（Well-being）を促進する」です。そして
この目標3の中で2番目のターゲットに掲
げられているのが、今回のテーマである

「子どもの死亡」です。SDGsでは、「新生児
死亡率を12以下（出生千対）、5歳未満児

死亡率を25以下（出生千対）にする」と目
標設定されていますが、これはMDGsの

「（15年で）3分の2に引き下げる」という
ものに比べ、より明確な設定がなされた
と言えるでしょう。ただ、国や地域の状況
にかかわらず一律の数値設定がなされた
ことに対しては、賛否両論があるようで
す。
　WHOのデータで5歳未満児死亡率を
見てみると、1990年には、死亡率100以
上であった国や地域がアフリカ、アジア、
中南米に散在していました。それが2015
年には、アフリカの数か国を残すのみで、
その多くも50未満に減少しています。一
方、死因に関しては、新生児・乳幼児にお
いて、いまだ感染症が根強く主原因とし
て君臨しています。ここ日本であれば、子
どもたちを死に至らしめるようなことは
ほとんどないような感染症が原因で、今

でも多くの命が失われているのです。
　SDGsでは、富める国と貧しい国の格差
に焦点をあてるだけではなく、先進国や
途上国を問わず、国内の格差にも目を向
けようという動きが始まったことが一つ
の大きな特徴です。例えばインドネシア
の乳児死亡率を地域別で見てみると、も
っとも高い西スラウェシ州（74）と、もっ
とも低いジョグジャカルタ特別区（19）
の差は、3.9倍にも広がっています。
　これに対し日本では、地域間の格差は
ほとんどないに等しいと言えます。厚生
労働省の統計からも、日本における乳児
死亡率の農村部と都市部の格差は、全体
の死亡率が低下するにつれて格差も狭ま
り、1980年以降はほとんど格差のない状
態に達していることがわかります。実際
日本は、今から50年以上前の1967年の
時点で新生児死亡率9.9を達成しており、
SDGsの国際目標をクリアしていました。
1990年代に行われた日米の共同研究で
は、その要因として、①社会経済的格差が
小さいこと、②子育てに対する社会的価
値が高いこと、③国民皆保険が普及して
いたこと、④妊産婦と乳幼児を対象とし
た健診が行われていたこと、⑤母子健康
手帳があったこと、を挙げています。しか
し、昨今の日本には乳児死亡率において
明らかな格差が存在しています。それは
世帯による格差です。会社役員・公務員・
従業員100人以上の企業で働く世帯

（1.2）と無職の世帯（11.4）では、実に10
倍近い広がりがあります。

持続可能な開発目標と子どもの死亡
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　以上に話題提供に続き、ワークショッ
プを行いました。

　今回は6～7名ずつ5つのグループに
分かれました。グループ内で簡単な自己
紹介をした後に、議論がスタートしまし
た。あるグループは、格差を生じる要因の
一つである「医療の質」を、「子」と「母」に
分けて考えていました。あるグループは、
要因を「可避的」、「不可避的」に分けてま
とめていました。20分という限られた時
間内ではありましたが、各グループの着
眼点には、それぞれに興味深い点があり
ました。
　全グループから挙げられた要因をキー
ワード別にみると、「紛争・戦争」、「教育」、

グラウンド・ルール
・相手の発言をさえぎらない
・「さん」付けで呼びあう
・結論を求めない

方法
・チームを作り、司会者、発表者を1
名ずつ決める
・模造紙とポストイットを自由に使
いながら議論を深める
・1チーム5分以内で発表する。

お題
アジアやアフリカで、子どもの死亡
の格差を生じている要因を挙げてく
ださい

ワークショップ

「医療」、「経済」、「インフラ」、「政治」、「栄
養」、「文化」、「マイノリティ」の9つに分
類されることが分かりました。

「紛争・戦争」は、話題提供の中ではほと
んど触れられていなかったのですが、絶
対に忘れてはならない要因の一つです。
あるグループは、「紛争・戦争」を「不可避
的」な要因の下に置いていましたが、「紛
争・戦争」は「可避的」か「不可避的」か、
これは今後の議論のテーマになるかもし
れません。一方「マイノリティ」には、少
数民族、孤児あるいは遺児、障害を持った
子どもたちなど、社会的に弱い立場にあ
る（Vulnerableな）人びとが含まれてい
ます。
　すべてのグループが指摘していました
が、こうした要因たちは、単独で格差を生
じさせているというよりも、お互いに因
果関係を作り合いながら、またそれぞれ
が複雑に絡み合って格差を生み出してい
ます。そう考えると、私たちがこれからも
っと真剣に考えなければいけないのは、
Social Determinants of Health（SDH：
健康の社会的決定要因）であることを、今

※参加者募集のお知らせ※

関西グローバルヘルスの集いは、関西を中心に、グローバルヘルスに関する諸問題について、あらゆる角度から、自由闊達に議論
ができる場の提供を目的に始まりました。参加費は要りません。参加資格もありません。グローバルヘルスに関心のある方は、どな
たでもご参加頂けます。2019年度は、奇数月の第1水曜日に開催予定です（ただし5月は、第2水曜日の8日に開催）。開催のお知らせ
は、日本WHO協会NEWSで配信されるとともに、協会のホームページでもご確認いただけます。普段はつながりのない人たちとつ
ながって、真剣、かつ楽しく切磋琢磨し合いましょう！

本集いに関するお問合わせは、kansai.gh.tsudoi@gmail.comまでお願いします。

回のワークショップを通じて改めて思い
知らされました。SDHについても、いずれ
議論の場が持てることを願っています。

手探りの中、「走りながら考えよう！」方
式で始まった第1回目の関西グローバル
ヘルスの集いでした。準備から当日の進
行まで一緒に作り上げてきたサポーター
の仲間たちに助けられ、楽しく有意義な
会になりました。参加者同士も初顔合わ
せの方々が多かったはずなので、ワーク
ショップがうまく活気づくか心配してい
たのですが、それは全くの杞憂でした。各
チームとも、私の予想をはるかに超える
盛り上がりでした。終了後のアンケート
でも、「実によき会です。続けて下さい」
など、ありがたいお言葉も頂きました。特
にグループワークへの満足度が高く、多
くの方から有意義な時間だったとコメン
トを頂きました。自由闊達に意見が言い
合える場づくりの大切さとともに、その
楽しさをひしひしと感じました。

全体を通しての感想
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WHO憲章
憲章

な 肉体的、精神的及び社会的福祉の状
態であり、単に疾病又は病弱の存在しな
いことではない。到達しうる最高基準の
健康を享有することは、人種、宗教、政
治的信念又は経済的若しくは社会的条件
の差別なしに万人の有する基本的権利の

世界保健機関（WHO）憲章は、1946年7
月22日にニューヨークで61か国の代表に
より署名され、1948年４月7日より効力
が発生しました。 日本では、1951年６月
26日に条約第１号として公布されました。
その定訳は、たとえば「健康とは、完全

一つである」といったように格調高いも
のです。日本WHO協会では、21世紀の
市民社会にふさわしい日本語訳を追及し、
理事のメンバーが討議を重ね、以下のよ
うな 仮訳を作成しました。
 日本WHO協会理事　中村安秀

この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸
原則が全ての人々の幸福と平和な関係と安全保障
の基礎であることを宣言します。

健康とは、病気ではないとか、弱っていないという
ことではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社
会的にも、すべてが 満たされた状態にあることを
いいます。

人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によっ
て差別されることなく、最高水準の健康に恵まれ
ることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひ
とつです。 

世界中すべての人々が健康であることは、平和と
安全を達成するための基礎であり、その成否は、個
人と国家の全面的な協力が得られるかどうかにか
かっています。

ひとつの国で健康の増進と保護を達成することが
できれば、その国のみならず世界全体にとっても
有意義なことです。

健康増進や感染症対策の進み具合が国によって異
なると、すべての国に共通して危険が及ぶことに
なります。

子供の健やかな成長は、基本的に大切なことです。
そして、変化の激しい種々の環境に順応しながら
生きていける力を身につけることが、この成長の
ために不可欠です。
健康を完全に達成するためには、医学、心理学や関
連する学問の恩恵をすべての人々に広げることが
不可欠です。

一般の市民が確かな見解をもって積極的に協力す
ることは、人々の健康を向上させていくうえで最も
重要なことです。

各国政府には自国民の健康に対する責任があり、
その責任を果たすためには、十分な健康対策と社
会的施策を行わなければなりません。

これらの原則を受け入れ、すべての人々の健康を
増進し保護するため互いに他の国々と協力する目
的で、締約国はこの憲章に同意し、国際連合憲章第
57条の条項の範囲内の専門機関として、ここに世
界保健機関を設立します。

THE STATES Part ies to this Const itut ion declare, in 
conformity with the Charter of the United Nations, that the 
following principles are basic to the happiness, harmonious 
relations and security of all peoples:

Health is a state of complete physical, mental and social well-

The enjoyment of the highest attainable standard of health is 
one of the fundamental rights of every human being without 
distinction of race, religion, political belief, economic or social 
condition.

The health of all peoples is fundamental to the attainment of 
peace and security and is dependent upon the fullest co-
operation of individuals and States.
The achievement of any States in the promot ion and 
protection of health is of value to all.

Unequal development in different countries in the promotion 
of health and control of disease, especially communicable 
disease, is a common danger.

Healthy development of the child is of basic importance; the 
ability to live harmoniously in a changing total environment 
is essential to such development.

The extension to all peoples of the benef its of medical, 
psychological and related knowledge is essential to the fullest 
attainment of health.

Informed opinion and active co-operation on the part of the 
public are of the utmost importance in the improvement of 
the health of the people.

Governments have a responsibility for the health of their 
peoples which can be fulf illed only by the provision of 
adequate health and social measures.

ACCEPTING THESE PRINCIPLES, and for the purpose 
of co-operat ion among themselves and with others to 
promote and protect the health of all peoples, the Contracting 
Parties agree to the present Constitution and hereby establish 
the World Health Organization as a specialized agency within 
the terms of Article 57 of the Charter of the United Nations.

世界保健機関憲章前文 （日本WHO協会仮訳）
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WHOの地域事務局と管轄エリア
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日本の 「WHO協力センター」 一覧表
日本の 「WHO協力センター」 一覧表

（2019年2月現在）
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2019年国際保健イベントカレンダー

2019年 国際保健イベントカレンダー

世界保健デー（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）
23rd IUHPE World Conference on Health 
Promotion
　於：ロトルア（ニュージーランド）
　http://www.iuhpe2019.com/
WHOパートナー・フォーラム
欧州NCDsハイレベル会議
FAO/WHO/WTO国際食品安全貿易フォーラム
　於：ジュネーヴ（スイス）

第3回関西グローバルヘルスの集い
第45回日本保健医療社会学会大会
　於：東京慈恵会医科大
　http://square.umin.ac.jp/medsocio/conf2019/
Walk the Talk: The Health for All Challenge
　於：ジュネーヴ（スイス）
世界保健総会

Women Deliver 2019 Conference
　於：バンクーバー（カナダ）
Health Professional Meeting 2019 ‒ The Road to 
UHC
国際開発学会第20回春季大会
　於：陸前高田グローバルキャンパス
　https ://teamrikutaka2019.wixsi te .com/
rikutaka2019
G20大阪サミット

第4回関西グローバルヘルスの集い
日本国際保健医療学会 第34回東日本地方会　
　於：青森県市民ホール　https://jaih.jp/meetings/
第 23回関西感染症フォーラム　
第23回日本渡航医学会　
　於：国立国際医療研究センター
　http://www.pco-prime.com/23jsth/

第 7回アフリカ開発会議（TICAD7）
　於：パシフィコ横浜
　https://ticad7.city.yokohama.lg.jp/

第 5回関西グローバルヘルスの集い
UN High-Level Meeting on Universal Health 
Coverage

G20保健大臣会合
　於：岡山
第78回日本公衆衛生学会総会　
　於：高知市文化プラザかるぽーと
　http://www.c-linkage.co.jp/jsph78/index.html

American Public Health Association Annual 
Meeting & Expo 2019
　於：フィラデルフィア（アメリカ合衆国）
　https://www.apha.org//events-and-meetings/
annual
第 6回関西グローバルヘルスの集い
第60回日本熱帯医学会
　於：琉球大学
　http://www.okinawa-congre.co.jp/jstm2019/
APRU Global Health Conference 2019
　於：香港大学
　https://apru.org/event/apru-global-health-
conference-2019/

第 34回日本国際保健医療学会学術大会
　於：三重大学
　https://jaih.jp/meetings/
第 4回国際臨床医学会
　於：九州大学
　http://kokusairinshouigaku.jp/meeting/

7
7-11

23-24

8
18-19

20-28

3-6

13-14

15

28-29

3
13

13
14-15

28-30

4
23

19-20

23-25

2-6

6
8-10

17-20

7-8

14

4月　April

5月　May

6月　June

7月　July

8月　August

9月　Septemeber

10月　October

11月　November

12月　December

WHO Association of Japan2019.Spring 35



（公社）日本WHO協会の沿革

歴代会長・理事長、副会長・副理事長（在職期間）

沿革

　第二次世界大戦後の硝煙さめやらぬ1946年７月 22日、世界の61カ国がニューヨークに集い、すべての人々が最
高の健康水準に達するためには、何をすべきかを話し合い、その原則を取り決めた憲章が採択され、1948年４月７
日国連の専門機関として世界保健機関WHOが発足しました。
　当協会はこのWHO憲章の精神に賛同した人々により、1965年に民間のWHO支援組織として設立され、グロー
バルな視野から人類の健康を考え、WHO精神の普及と人々の健康増進につながる諸活動を展開してまいりました。

中野種一郎（1965 - 73）
平沢　興（1974 - 75）
奥田　東（1976 - 88）
澤田敏夫（1989 - 92）
西島安則（1993 - 06）
忌部　実（2006 - 07）
宇佐美　登（2007 - 09）
関　淳一（2010 -17 ）
中村　安秀(2018-)

松下幸之助（1965 - 68）
野辺地慶三（1965 - 68）
尾村偉久（1965 - 68）
木村　廉（1965 - 73）
黒川武雄（1965 - 73）
武見太郎（1965 - 81）
千　宗室（1965 - 02）
清水三郎（1974 - 95）
花岡堅而（1982 - 83）

副会長
副理事長

会長
理事長

羽田春免（1984 - 91）
佐野晴洋（1989 - 95）
河野貞男（1989 - 95）
村瀬敏郎（1992 - 95）
加治有恒（1996 - 98）
坪井栄孝（1996 - 03）
堀田　進（1996 - 04）
奥村百代（1996 - 06）
末舛恵一（1996 - 04）

中野　進（1998 - 06）
高月　清（2002 - 06）
北村李賢（2002 - 04）
植松治雄（2004 - 06）
下村　誠（2006 - 08）
市橋　誠（2007）
更家悠介（2008 - 12）
更家悠介(2018-)
生駒京子(2018-)

★は世界保健機関（WHO）の沿革
「WHO憲章」が発効し、国連の専門機関として世界保健機関（WHO）が発足する。
WHO憲章の精神普及を目的とする社団法人日本WHO協会の設立が認可された（本部京都）。
WHO講演会等の事業活動を開始。
世界保健デー記念大会開催事業を開始。

「目で見るWHO」発行
青少年の保健衛生意識向上のため、作文コンクール事業を開始。 
老年問題に関する神戸国際シンポジウムを主催。
WHO 健康相談室を開設、中高年向け健康体操教室を開講。
海外のWHO 関連研究者への研究費助成事業を開始。
WHO 健康開発総合研究センター（WHO 神戸センター）開設。
京都にてWHO創設50周年シンポジウム「健やかで豊かな長寿社会を目指して」を開催。
健康フォーラム2000をはじめ、全国各地でもフォーラム事業を展開。
事務局を京都より大阪市に移転。定期健康セミナー事業を開始。
財団法人エイズ予防財団（JFAP）のエイズ対策関連事業への助成を開始。
事務局を大阪商工会議所内に移転。

「目で見るWHO」を復刊。パンデミックになったインフルエンザに対応し対策セミナーを開催。
WHO神戸センターのクマレサン所長を招き、フォーラム「WHOと日本」を開催。
 メールマガジンの配信を開始。WHOインターンシップ支援助成を開始。
公益社団法人に移行
世界禁煙デーにあたってWHO神戸センターのロス所長を招き、禁煙セミナーを開催。
第５回アフリカ開発会議（TICAD）公式サイドイベントとしてフォーラムを開催。
WHO本部から発信されるファクトシートの翻訳出版権を付与される。

★1948
1965

1966
1968
1970
1981
1985
1994
★1996
1998
2000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013
2014

WHO Association of Japan 2019.Spring36



グローバルな視野から健康を考え、
国の内外で人々の健康増進につながる諸活動と
WHO憲章精神の普及活動を展開しています。

私たちの活動に賛同し、
継続的ご支援頂ける方の入会をお待ちしています。

会員種別 年会費

正会員：個人 50,000円

正会員：法人 100,000円

個人賛助会員 1口：5,000円

学生賛助会員 1口：2,000円

法人賛助会員 1口：10,000円

2019　春号　No.68
2019年　4月 1日　発行
定価　1000円 (税別)

発行者
中村安秀

編集委員
安田直史 （編集長）　小笠原理恵　尾﨑史歩
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H30.2.１現在

広告に関する一切の責任は広告主に帰属し、また、当協会が広告内容について推奨するものではありません
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